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区分 用語の説明

市 税
皆さんからお預かりした税金

（市民税や固定資産税など）

国 • 県

支 出 金

使い方が定められている国・県からの

負担金・補助金・委託金

地方交付税

交 付 金 等

使い方が定められていない地方交付税

や国・県からの各種譲与税・交付金など

市 債 市が国や銀行などから借りる長期借入金

繰 入 金
特定の目的のために資金の積み立てを

行う各基金などから繰り入れるお金

分担金・負担金

使用料・手数料

保育料・ごみ処理手数料など

皆さんに負担していただいた収入

一般会計歳入

令和７年度

別府市の と
３月の市議会定例会で、別府市の令和７年度予算が決まりました。
令和７年度は、第３期総合戦略を推進し、新湯治・ウェルネスの推進、こどもまんなか社会の
実現、観光振興・経済対策、安全・安心なまちづくり、持続可能な地域づくりなど、市民一人
ひとりのウェルビーイングを高め、心豊かで幸せな未来を築くための予算を編成しました。

　財政課　☎２１－１２４３問

予算 事業

歳入（収入）

658.2億円

市税（+8.0％）
158 億 2,579 万円

国・県支出金（+12.6％）
211 億 5,748 万円

その他（-6.0％）
29 億 2,369 万円

分担金・負担金・
使用料・手数料（-2.2％）
11 億 5,607 万円

繰入金（-5.0％）
36 億 809 万円

市債（+26.1％）
59 億 6,270 万円

地方交付税・
交付金等（+0.0％）
151 億 8,618 万円

※それぞれ令和７年３月 31 日現在の人口 111,319 人で算出

　令和７年度当初予算の
　概要は市ホームページ
　でも紹介しています▶

　「市政」→「財政」→「市の予算（当初予算）」

基本目標 具体的施策

しごとの創生　　　　

①「新湯治・ウェルネス」などによる新たな産業・ビジネスの創出

② 既存産業の活性化及びイノベーションの推進

③ 産業人材の育成・確保及び労働環境の整備

④ 多様な観光客の受入態勢の整備

⑤ ひとを呼ぶ新しい魅力の創出とひとの流れの拡大促進

⑥ 関係人口、交流人口の創出と定住人口への転換の促進

ひとの創生

① 結婚妊娠出産子育ての切れ目ない支援の充実

② 全ての子どもを育む環境の充実

③ 別府の未来をつくる人材の育成

まちの創生

① 誰もが安全安心なまちづくり

② 市民生活の質の向上に向けたまちづくり

③ 連携と協働による持続可能な地域づくり

④ 市民を第ーにした行政サービスの実現とデジタル化の推進

第３期別府市総合戦略 ～まちをまもり、まちをつくる。べっぷ未来共創戦略～

別
府
市
総
合
戦
略
に

つ
い
て
は
こ
ち
ら
▼

※（ 　）内は対前年度比
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会計名 予算額 対前年度比

国民健康保険事業 132 億 4,100 万円 +0.9%

公 共 用 地

先 行 取 得 事 業
100 万円 増減なし

地方卸売市場事業 5,100 万円 +6.3%

介 護 保 険 事 業 140 億 1,400 万円 -0.1%

後期高齢者医療 25 億 5,500 万円 +2.7%

合計 298 億 6,200 万円 +0.6%

一般会計歳出

区分 用語の説明

民 生 費
社会保障、子育て支援、

高齢者・障がい者福祉などにかかる経費

教 育 費
幼稚園・小・中学校教育、社会教育、

スポーツ振興などにかかる経費

総 務 費 市役所の管理や全般的な事務などにかかる経費

土 木 費 道路、街路、公園整備、海岸整備などにかかる経費

衛 生 費 健康増進、ごみ処理、環境保全などにかかる経費

公 債 費 市債の返済にかかる経費

観 光 費 観光振興、温泉管理などにかかる経費

消 防 費 消防や防災対策などにかかる経費

商 工 費 商工振興などにかかる経費

農林水産業費 農林水産業振興などにかかる経費

議 会 費 市議会の運営などにかかる経費

労 働 費

災 害 復 旧 費

そ の 他

消費者・勤労者対策、災害復旧などに

かかる経費、その他の経費

歳出（支出）

658.2億円

民生費（+6.3％）
303 億 6,859 万円

労働費・災害復旧費・その他（+449.5％）

9 億 3,778 万円

衛生費（+8.5％）
39 億 6,433 万円

公債費（+0.0％）
35 億 4,375 万円

観光費（+37.8％）
23 億 7,681 万円

商工費（+60.9％）
7億 6,812 万円

消防費（-15.8％）
15 億 8,819 万円

土木費（+5.7％）
51 億 9,877 万円

総務費（+0.3％）
75 億 5,109 万円

教育費（+5.8％）
86 億 4,754 万円

議会費（+1.9％）
3億 6,263 万円

農林水産業費（+17.1％）
5億 1,240 万円

◎１年間に納める市税

（歳入市税予算額158億2,579万円より）

一般会計予算を市民１人あたりに換算すると・・・

※それぞれ令和７年３月 31 日現在の人口 111,319 人で算出

特別会計予算額

入湯税とは、旅館などに宿泊する入湯客が支払う税金

です。入湯税の超過課税分は、温泉資源の保護や観光

客の受入体制の充実などに使われます。

使途 金額

温泉資源の保護、確保 6,068 万円

観光客の快適性確保（ストレスフリー） 1,370 万円

観光客の安全・安心の確保 2,077 万円

観光客を増加させるための事業推進 7,222 万円

観光客の受入体制の充実 3,324 万円

合計 2億 61 万円

入湯税超過課税分の使途
（別府市観光みらい創造基金繰入金）

■借金【地方債】 残高 431億円

県下 14 市平均　468,810 円

■貯金【基金】　99億円

市民１人当たりの借金は少ない

令和５年度決算

市民１人当たりの基金は多い（財政調整基金）

別府市　340,526 円

◎１年間に使われるお金

（歳出予算額 658 億 2,000 万円より）
　

別府市　62,408 円

県下 14 市平均　56,430 円

別府市の財政状況は？

　14万2,166円14万2,166円 (前年度比 +11,354円) 　59万1,274円59万1,274円 (前年度比 +42,662円 )
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重 点 事 業

　就学前教育・保育ビジョンに基づき、継続する市立幼稚

園を改修します。

別府ウェルネス産後ケア事業　 3,446 万円

　１歳未満の子どもを持つ母親を

対象に、ホテルや旅館を活用しなが

ら、助産師のサポートを得て、母親

に休息時間を提供し、母親自身の心

身の健康や育児、赤ちゃんの健康上

の悩みを相談することで、育児不安の軽減を図ります。

医療的ケア児支援事業 1,312 万円

　保育所などや学校において、医療的ケア児を受入れるための

体制を整備します。

小中学校ＩＣＴ教育環境整備事業 1 億 7,041 万円

　ICT 環境の充実を図り、個別最適な学びの促進及び教育の質

の向上を図ります。

幼稚園施設整備事業　 2 億 5,414 万円

市立保育所整備事業　 8,098 万円

　市立幼稚園の閉園に伴う５歳児の受け皿確保を目的に市

立保育所を増築します。

民間児童福祉施設助成事業　 2億 7,627 万円

　待機児童解消のための保育所創設や老朽改築による保育

環境整備などの民間保育所の施設整備について、補助金を

交付することにより、保育環境の充実を図ります。

図書館等一体的整備事業　 26 億 2,353 万円

交通空白地域対策事業　 1 億 3,931 万円

 市民及び観光客の移動手段確保のため、公共ライドシェア

などの運行を充実させます。

災害用物資備蓄事業　 7,598 万円

　災害用備蓄物資の充実を図るとともに、災害時に孤立が想定

される地域に備蓄物資収納倉庫を設置します。

コミュニティー施設整備事業　 3,314 万円

地域のコミュニティー活動及び生涯学習の場を提供するた

め、避難所機能を有する山の手地区コミュニティー施設を整

備します。

ひとまもり・おでかけ支援事業　 3,757 万円

　市内を運行する路線バスの利用に係る回数券の購入経費の一

部を助成するとともに、新たにタクシー迎車料金の一部につい

ても利用できるよう使途を拡充します。

まちの創生

　令和８年３月の開館に向けて、

新図書館の整備を実施するととも

に、図書館ＤＸに取り組みます。

また、各出張所に図書館サービス

ポイントを整備します。

市営合
がっそうぼ

葬墓整備事業　 1 億 349 万円

　市営墓地の無縁墓の整理や新たな墓地の供給などの課題を整

理するとともに、市民の多様なニーズに対応するため、市営合

葬墓を建設します。

新湯治・ウェルネス基本計画策定事業 1,842 万円

しごとの創生

旧平尾邸整備事業  

　「旧平尾邸」　　を、歴史的建築物として単に保存するだけではな

く、外観や内装、庭などの敷地内全てを再整備し、地域資源とし

て磨き上げることで、「新たな別府の観光拠点」として活用します。

6,032 万円

旧浜脇中学校跡地利活用事業  2 億 8,921 万円

 ものづくりの拠点、多様な主体の交流の場として廃校跡地を利

活用するため、施設及び設備の整備を行います。

　研究・実践拠点施設の設置に

向けて、当該施設の規模、配置、

概算整備費などを基に最適な事

業手法を検討し、市場調査など

を実施します。

商店街活性化事業　 2,518 万円

 商店街や中心市街地の目指すべき姿を明確化し、商店街の基盤再

生と持続可能な観光地の実現を図るための計画策定や現況調査を実

施するとともに、各補助事業による商店街の活性化を推進します。

中小企業振興事業　 695 万円

 中小企業の自助努力を基本に経営基盤の安定強化や事業承継に

よる事業の持続的な発展を目指し、市内中小企業、地域産業の

活性化を図ります。

就労支援対策事業　 2,398 万円

 若年者に対する総合的な就労支援を行う窓口の設置や合同企業

説明会の開催などで、市内就職を促すとともに、自治体公式の

求人・求職マッチングシステムを構築し、柔軟な働き方に対応

できる環境を整備します。

ひとの創生

イメージ図

イメージ図
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そ
の
他
主
な
事
業

新
湯
治
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス

　
　
　
　
　

 

の
推
進

■
腸
内
細
菌
タ
イ
プ
に
基
づ
い

た
泉
質
パ
ー
ソ
ナ
ラ
イ
ズ
研

究
事
業
（
４
２
１
０
万
円
）

　

温
泉
入
浴
に
よ
る
腸
内
細
菌
叢そ

う

へ
の
影
響
を
分
析
し
、
パ
ー
ソ
ナ

ラ
イ
ズ
さ
れ
た
旅
や
ウ
ェ
ル
ネ
ス

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
を
目
指
し
ま

す
。

■
バ
ー
チ
ャ
ル
・
ラ
ボ
設
置

　

事
業
（
４
１
６
万
円
）

　

研
究
・
実
践
拠
点
施
設
が
設
置

さ
れ
る
ま
で
の
間
、
仮
想
的
に
ラ

ボ
機
能
を
設
け
る
た
め
、
温
泉
効

能
の
エ
ビ
デ
ン
ス
の
活
用
方
法
や

オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
化
な
ど
に
つ
い

て
検
討
し
ま
す
。

■
人
材
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
試
行

運
用
事
業
（
２
６
２
万
円
）

　

市
内
教
育
機
関
な
ど
と
連
携

し
、
大
学
生
や
社
会
人
を
対
象
に

新
湯
治
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス
産
業
を
支

え
る
人
材
に
求
め
ら
れ
る
知
識
や

ス
キ
ル
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開

催
し
ま
す
。

■ 

新
湯
治
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス
産
業
創

出
支
援
事
業
（
６
０
０
万
円
）

　

温
泉
効
能
の
エ
ビ
デ
ン
ス
を
活

用
し
た
新
湯
治
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス
の

産
業
化
に
取
り
組
む
事
業
者
に
対

し
、
必
要
な
経
費
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

こ
ど
も
ま
ん
な
か
社
会

　
　
　
　
　

 

の
実
現

■
給
食
費
保
護
者
負
担
軽
減
事
業

（
２
億
１
６
３
４
万
円
）

　

子
育
て
世
帯
の
保
護
者
の
経
済

的
負
担
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、

移
住
・
定
住
を
促
進
す
る
た
め
の

子
育
て
環
境
の
魅
力
の
１
つ
と
す

る
た
め
、
保
護
者
が
負
担
す
る
給

食
費
の
半
額
ま
た
は
全
額
を
補
助

し
ま
す
。

■
食
材
費
高
騰
対
策
事
業

（
５
８
９
６
万
円
）

　

食
材
費
が
高
騰
す
る
中
に
お
い

て
も
子
ど
も
の
成
長
に
必
要
な
栄

養
バ
ラ
ン
ス
や
量
を
保
っ
た
食
事

が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
給
食
提
供

に
係
る
食
材
費
高
騰
相
当
額
を
補

助
し
ま
す
。

■
子
ど
も
医
療
助
成
事
業

（
４
億
２
９
６
７
万
円
）

　

子
ど
も
の
疾
病
の
早
期
発
見
と

治
療
を
促
進
す
る
た
め
、
未
就
学

児
及
び
小
中
高
生
の
通
院
、
調
剤
、

入
院
に
要
す
る
経
費
の
助
成
を
行

い
、
児
童
保
健
の
向
上
を
図
り
ま

す
（
一
部
自
己
負
担
あ
り
）。

■
母
子
健
康
診
査
・
相
談
事
業

（
１
億
３
０
０
６
万
円
）

　

妊
産
婦
の
健
康
状
態
、
乳
幼
児

の
身
体
発
育
・
精
神
発
達
を
確
認

し
、
異
常
や
遅
滞
の
早
期
発
見
を

行
う
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
発
達

に
応
じ
た
「
発
達
相
談
会
」
や
「
親

子
教
室
」
な
ど
妊
娠
期
か
ら
子
育

て
期
ま
で
切
れ
目
な
い
支
援
を
行

い
ま
す
。

■ 

登
校
支
援
事
業

（
２
０
８
７
万
円
）

　

学
校
に
登
校
し
づ
ら
い
状
況
に

あ
る
児
童
生
徒
へ
の
支
援
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誰
一
人

取
り
残
さ
な
い
す
べ
て
の
学
び
を

保
障
し
、
豊
か
な
人
生
を
送
る
た

め
の
社
会
的
自
立
を
目
指
し
ま
す
。

■
部
活
動
指
導
支
援
事
業

（
２
０
７
３
万
円
）

　

中
学
校
部
活
動
の
指
導
に
必
要

な
専
門
的
知
識
を
有
す
る
外
部
人

材
を
効
果
的
に
配
置
す
る
こ
と

で
、
生
徒
が
専
門
的
な
指
導
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
を
確
保

し
ま
す
。

観
光
振
興
・
経
済
対
策

■
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
誘
客
事
業

（
７
０
８
２
万
円
）

　

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
向
け
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
運
用
や
商
談
会
・
観
光

展
へ
の
出
展
、
大
阪
・
関
西
万
博

へ
向
け
た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
展

開
な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

■ 

市
民
ホ
ー
ル
整
備
事
業

（
５
億
９
４
１
万
円
）

　

ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ
フ
ィ
ル
ハ
ー

モ
ニ
ア
ホ
ー
ル
及
び
大
分
県
と
の

共
用
部
分
の
施
設
・
設
備
な
ど
に

つ
い
て
維
持
補
修
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
国
庫
補
助
を
受
け
て
音
響
・

照
明
・
舞
台
機
構
の
設
備
改
修
・

更
新
を
行
い
ま
す
。

■
別
府
ツ
ー
リ
ズ
ム
バ
レ
ー
推

進
事
業
（
７
１
０
０
万
円
）

　

起
業
・
創
業
支
援
、
ワ
ー
ケ
ー

シ
ョ
ン
推
進
、
ヒ
ト
・
企
業
交
流

な
ど
ツ
ー
リ
ズ
ム
バ
レ
ー
構
想
の

実
現
に
向
け
た
事
業
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
活

用
し
た
新
た
な
取
組
と
し
て
、
地

域
や
社
会
の
課
題
解
決
に
取
り
組

む
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

を
支
援
し
ま
す
。

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

■
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
広
場
整
備
事
業

 

（
２
４
３
０
万
円
）

　

実
相
寺
中
央
公
園
内
に
、
イ
ン

ク
ル
ー
シ
ブ
子
ど
も
広
場
を
整
備

す
る
た
め
の
設
計
を
行
い
ま
す
。

■
初
期
救
急
医
療
拠
点
設
置
事
業

（
３
４
１
４
万
円
）

　

休
日
の
救
急
患
者
の
医
療
を
確

保
す
る
た
め
、
当
番
医
制
に
よ
る

休
日
初
期
救
急
医
療
を
実
施
し
ま

す
。
ま
た
、
夜
間
の
小
児
の
救
急

医
療
を
確
保
す
る
た
め
の
小
児
初

期
救
急
医
療
（
夜
間
こ
ど
も
診
療
・

薬
局
）
を
実
施
し
ま
す
。

持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り

■ 

ひ
と
ま
も
り
・
ま
ち
ま
も
り

支
援
事
業（
２
０
０
０
万
円
）

　

ひ
と
ま
も
り
・
ま
ち
ま
も
り
協

議
会
の
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
に

よ
り
、
中
規
模
多
機
能
自
治
の
推

進
を
図
り
ま
す
。

■
温
泉
給
湯
管
整
備
事
業

（
５
０
７
８
万
円
）

　

温
泉
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
、
給
湯
管
を

整
備
し
、
持
続
可
能
な
温
泉
資
源

の
保
護
に
努
め
ま
す
。
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市報べっぷ ６2025.5掲載している講習会などは、特に記載の無い限り無料・予約不要です。

市 か ら の お 知 ら せ

▶日時　５月 28 日（水）11 時～ ▶場所　市内 11 か所のサイレンスピーカー

※放送内容が不明の場合は、テレフォンサービス ☎０９７７－８５－７６９９まで　 問 防災危機管理課　☎２１－２２５５

全国瞬時警報システムの一斉情報伝達試験実施 試験放送ですので試験放送ですので
お間違いのないようお間違いのないよう

お願いします。お願いします。

ポイ捨て禁止キャンペーンポイ捨て禁止キャンペーン

　国際観光温泉文化都市として、美しい玄関口でお客様を
お迎えするため、ＪＲ別府駅前、北浜周辺でポイ捨て禁止
キャンペーン（清掃活動、啓発活動）を実施します。多く
の人のご参加をお待ちしています。
※軍手、ごみ袋、火バサミは用意しています。
▶日時　５月 24 日（土）　10 時～ 11 時 ( 受付９時 30 分～）

※雨天中止
▶清掃場所　ＪＲ別府駅、北浜周辺
▶集合場所　北浜公園
問　生活環境課 清掃事務所　☎６６－５３５３

　市では、条例に基づき、男女共同参画社会の形成の推進に関する重要な事項などについて審議する「別府市男女共同参画審

議会」を設置しています。男女共同参画は、職場、家庭、地域などあらゆる分野において推進していく必要があり、市民の皆

様のご意見を施策にいかすため、市民公募委員を募集します。

▶任　　期　７月から令和９年７月まで

▶募集人数　４人以内（審議会委員は有識者等８人を含め 12 人以内の予定）

▶対　　象　（令和７年４月１日現在、次の全てに該当する人）

①別府市内在住または通勤・通学している 20 歳以上の人

②本市の審議会、委員会等の委員でない人

③国や地方公共団体の議員または常勤の職員でない人

④男女共同参画の推進について関心があり、平日の会議に出席できる人

▶募集期間　５月１日（木）～ 30 日（金）郵送の場合、当日消印有効

▶応募方法　�①氏名 ②年齢 ③住所 ④電話番号 ⑤「男女共同参画社会の実現を目指して、求める事と私が出来る事」をテー

マに 1000 字以内にまとめた作文を郵送、またはメールでお送りください。

※様式は問いません。

▶選　　考　�応募書類をもとに選考委員会で選考（必要に応じて面接）し、選考結果は６月下旬に応募者全員にお知らせします。

▶そ�の�他　審議会出席に係る報酬及び旅費は、市の規定に基づいてお支払いします。

申 問　〒８７４ー０９０３

別府市大字別府字野口原 3030 番地 16　別府市男女共同参画センター（市美術館横）

市共生社会実現・部落差別解消推進課 市民活躍支援室　　

☎２１－８２８９　 asubeppu@city.beppu.lg.jp

別府市男女共同参画審議会の市民公募委員を募集します別府市男女共同参画審議会の市民公募委員を募集します

特殊詐欺等の被害防止に有効な電話機の購入費用を補助します特殊詐欺等の被害防止に有効な電話機の購入費用を補助します

▶補助金額　電話機等の購入・設置に要する費用に３分の２を乗じた金額（上限１万円）
▶補助対象者（次のいずれの条件も満たす人）
・別府市内に住所を有し、かつ、居住していること
・満 60 歳以上の人を含む同一世帯に属していること
・同一世帯に属する満 60 歳以上の人のいずれもが市税を滞納していないこと
・暴力団員等でないこと

▶補助対象電話機等（令和７年４月１日以降に購入したもので、次のいずれかの機能を有するもの）
・着信時に相手方に警告音を発する機能を有し、通話を自動で録音できる機能が付いたもの
・迷惑電話番号データベースに登録された情報を自動判別し、着信を拒否または警告表示する機能

▶申請に必要なもの
①申請書　②領収書の写し（申請者の氏名・品番が記載されたもの）　③取扱説明書　④通帳（申請者名義）　⑤印鑑

▶申請期限　令和８年１月 30 日（金）
※機種によっては、補助の対象とならないもの補助の対象とならないものがあるため、購入前の相談をお勧めします。

問　防災危機管理課　☎２１－２２５５

令和７年度全市一斉清掃令和７年度全市一斉清掃
▶日時　６月１日（日）　７時～ 10 時
※ 各町内で時間や場所を決めています。
詳しくは町内の役員さんにお尋ねください。

問　生活環境課 清掃事務所　☎６６－５３５３

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

　５月 26 日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載され

る予定の氏名の振り仮名の通知」が届きます。（通知の発送

時期は本籍地ごとに異なります。）

　その後、令和８年５月 26 日以降、通知された振り仮名が

戸籍に記載されます。

通知された振り仮名が誤っている場合は、届出してください。

マイナポータルでオンライン届出ができる他、市役所の

窓口でも届出ができます。

※詳しくはお問い合わせください。

通知された振り仮名が正しい場合は、届出不要です。

問　市民課　☎２１－１１３７
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■対象　市内に在住、在勤、在学している人で、おおむね 15 人以上の団体やグループ

■開催時間　平日 / 10 時～ 21 時（１時間 30 分程度）

土・日曜日・祝日（年末年始は除く）/ 10 時～ 17 時（※担当課と要調整）

■場所　市内の公共施設など（会場の借上料の負担、会場の手配、参加者などへの

周知・募集は申込団体で実施していただきます。）

■費用　派遣に伴う費用は市で対応

（材料費などがかかる場合は負担をお願いする場合があります。）

■申込方法　申込書に下表の希望テーマなどの必要事項を記入し、開催希望日の２週間前までに

自治連携課へ、FAX、郵送、またはインターネットでお申し込みください。

※申込書は自治連携課へお問い合わせください。

※申込後、担当課と日程調整をしていただきます。

■申込・問合先　〒８７４－８５１１　別府市上野口町１番 15 号

市自治連携課　☎２１－１１２５　FAX ２１－６３９９

※苦情、要望、陳情をお伺いする場ではありませんので趣旨をご理解のうえ、お申し込みください。

政治、宗教、営利を目的とする場合はお申し込みいただけません。

　「まちづくり出前ト－ク」 は、 市民の皆さんが下記の 「講座メニュ－」 の中から知りたいテ－マを選択し、 皆さんのと

ころに市の職員が出向き、 市の取組や市政の課題などをお話しします。

番号 テーマ 担当課

１－１
情報公開制度、
個人情報保護制度について

総務課

１－２ 市税の概要について
市民税課
資産税課

１－３ 別府市の財政について 財政課

１－４ まち・ひと・しごと創生について 政策企画課

１－５ 選挙のお話
行政委員会
総合事務局

２－１ 協働のまちづくりについて 自治連携課

３－１ 別府市の主要観光事業について 観光課

３－２ 新湯治・ウェルネスについて 新湯治・ウェ
ルネス推進室

４－１ 国民健康保険について

保険年金課
４－２ 国民年金について

４－３ 後期高齢者医療について

４－４
今こそ知ろう！わたしたちのまち
（医療費・健康保険料（税））

４－５
市民サービスの向上
（マイナンバーカード、

登録型本人通知制度など）

市民課

４－６ 障がいに対する理解の促進 障害福祉課

４－７
子育て支援の紹介①
（手当制度など）

子育て支援課４－８
子育て支援の紹介②
（子育て支援施設）

４－９
子育て支援の紹介③
（別府市ファミリー・サポート・センター事業）

４－ 10 高齢者福祉施策について

高齢者福祉課
４－ 11 介護保険制度について

４－ 12 成年後見制度について

４－ 13
「別府市これからノート～自分
らしく生きる～」について

４－ 14 健康づくり施策について 健康推進課

番号 テーマ 担当課

５－１ 別府の温泉について 温泉課

５－２ ごみの分け方、出し方について
生活環境課

５－３ リサイクルについて

５－４ 市道の維持管理について 都市整備課

５－５ 別府の水ができるまで
上下水道局総務課

５－６ 別府水道 100 年の歴史

５－７ 水道料金について
上下水道局営業課

５－８ 給水装置工事について

５－９ 水道施設の紹介 上下水道局工務課

５－ 10 公共下水道について 上下水道局下水道課

６－１ 別府市の都市計画について
都市計画課

６－２ 景観計画について

６－３ 市道の改良と長寿命化について 都市整備課

７－１
別府市内の文化活動・
国際交流活動について

文化国際課

８－１ 男女共同参画について
共生社会実現・

部落差別解消推進課
８－２「部落差別解消推進法」について

８－３ 人権教育について

８－４
学校教育の課題解決に向けた
取組について

学校教育課

８－５ 別府市の地域教育力の活性化に
ついて 社会教育課

８－６「別府学」別府の歴史について

８－７ こもれびパーク新図書館について 図書館共創交流局

９－１ わが家の防災対策 防災危機管理課

９－２ 火災予防について
消防本部

予防課９－３ 住宅用火災警報器の設置と維持
管理について

市の政策や事業などに

ついて、皆さんと意見交換

を行いながら、市民と行政

との協働によるまちづく

りの推進を目指します。

市ホームページから　

申込みもできます▶

令和７年度令和７年度��まちづくり出前トークまちづくり出前トーク�講座メニュー�講座メニュー
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別
府
市
知
的
財
産
権
取

得
促
進
事
業
補
助
金

　

新
た
な
製
品
及
び
技
術
の
開
発
等
に

よ
る
企
業
の
競
争
力
強
化
を
図
る
た
め
、

市
内
中
小
企
業
者
の
知
的
財
産
権
の
取
得

に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
者　

次
の
①
～
③
の
全
て
を
満
た

す
こ
と
①
市
内
に
本
社
ま
た
は
主
た
る

事
業
所
を
有
す
る
中
小
企
業
者
（
個
人

事
業
主
を
含
む
）
②
市
税
に
滞
納
が
な

い
こ
と
③
市
内
で
引
き
続
き
１
年
以
上

同
一
事
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と

▼
対
象
経
費　

特
許
権
・
実
用
新
案
権
・

意
匠
権
・
商
標
権
の
出
願
に
要
す
る

次
の
経
費

※
出
願
番
号
通
知
の
発

送
日
と
補
助
対
象
経
費
の
支
払
日
が

い
ず
れ
も
令
和
７
年
度
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
【
出
願
料
、
電
子
化
手
数
料
、

弁
理
士
に
対
す
る
報
酬
、
登
録
料
（
３

年
分
）
※
実
用
新
案
権
の
み
】

▼
補
助
金
額

補
助
対
象
経
費
の
２

分
の
１
以
内
（
千
円
未
満
切
捨
て
）

▼
上
限
額　

①
特
許
権
、
実
用
新
案

権
の
出
願
に
係
る
経
費　

20
万
円

②
意
匠
権
、
商
標
権
の
み
の
出
願

に
係
る
経
費

10
万
円

※
予
算
額
に
達
し
次
第
、
受
付
は

終
了
し
ま
す
。
詳
細
は
左
記
へ

電
話
ま
た
は

こ
ち
ら
か
ら
▼

申

問

産
業
政
策
課　

☎
（21）
１
１
３
２

催
し
ま
す
。

▼
対
象　

別
府
市
内
で
事
業
を
営

む
個
人
・
法
人

▼
日
時　

５
月
22
日
㈭　

９
時
～
16
時

※
１
組
90
分
。
４
組
ま
で

▼
場
所　

市
役
所
４
階

４
Ｆ
ー
１
会
議
室

▼
持
ち
物　

事
業
の
概
要
が
わ
か

る
も
の
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
決

算
書
・
申
告
書
な
ど
）

▼
相
談
員　

大
分
県
事
業
承
継
・

引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー
相
談
員

▼
申
込
期
限

５
月
21
日
㈬　

10
時

※
事
前
予
約
制

※
申
込
は
下
記

フ
ォ
ー
ム
か
ら
▼

申

問　

産
業
政
策
課

☎
（21）
１
１
３
２

別
府
市
創
業
支
援
事

業
補
助
金

　

別
府
市
で
新
規
創
業
を
目
指
す

人
を
支
援
し
ま
す
。

▼�

対
象
者

市
内
に
住
所
及
び
事

業
所
を
有
す
る
事
業
を
営
ん
で

い
な
い
個
人
で
新
た
に
事
業
を

開
始
す
る
人
、
ま
た
は
創
業
５

年
未
満
の
事
業
者

▼
補
助
額

補
助
対
象
経
費
の
３

分
の
２
以
内
で
審
査
会
に
お
い

て
決
定
し
ま
す
。

▼
募
集
期
間

◎
一
回
目　

５
月
１
日
㈭
～
６
月
30
日
㈪

◎
二
回
目

８
月
１
日
㈮
～
９
月
30
日
㈫

▼
補
助
対
象
期
間

◎
一
回
目　

申
請
日
か
ら
６
か
月

◎
二
回
目　

申
請
日
か
ら
令
和
８

年
１
月
31
日
ま
で

※
申
請
前
に
特
定
創
業
支
援
等
事

業
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
申
請
後
審
査
会
に
よ
り
補
助
金

交
付
の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

※
詳
細
は
こ
ち
ら
▼

申

問

産
業
政
策
課

☎
（21）
１
１
３
２

別
府
市
竹
細
工
利
用

促
進
事
業
補
助
金

　

伝
統
的
工
芸
品「
別
府
竹
細
工
」

の
認
知
度
向
上
の
た
め
、
利
用
客

へ
の
お
も
て
な
し
に
使
用
す
る
竹

細
工
を
購
入
す
る
宿
泊
施
設
に
対

し
、
購
入
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

▼
対
象
者　

①
市
内
で
宿
泊
施
設

を
営
む
者
で
あ
る
こ
と
②
こ
れ

か
ら
取
り
組
む
事
業
で
、
令
和

７
年
度
中
に
事
業
及
び
支
払
が

完
了
す
る
こ
と
③
市
税
を
完
納

し
て
い
る
こ
と

▼
対
象
事
業

市
内
の
事
業
者
な

ど
が
制
作
ま
た
は
加
工
し
た
竹

細
工
の
購
入

▼
補
助
金
額

補
助
対
象
経
費
の

２
分
の
１
以
内
（
千
円
未
満
切

捨
て
）
上
限
50
万
円

※
予
算
額
に
達
し
次
第
、
受
付
は

終
了
し
ま
す
。
詳
細
は
左
記
へ

電
話
ま
た
は

こ
ち
ら
か
ら
▼

申

問　

産
業
政
策
課

☎
（21）
１
１
３
２

別
府
市
竹
産
業
販
路

拡
大
及
び
開
拓
支
援

事
業
補
助
金

市
内
の
竹
産
業
に
お
い
て
生
産

す
る
製
品
の
販
路
拡
大
及
び
開
拓

の
た
め
の
事
業
を
実
施
す
る
小
規

模
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
経
費

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
者

①
竹
産
業
（
製
竹
業
、

製
造
業
、
卸
売
業
、
小
売
業
等
竹

に
関
す
る
も
の
）
及
び
つ
げ
工
芸

に
携
わ
り
、
市
内
に
主
た
る
事
業

所
を
有
す
る
小
規
模
事
業
者
。
個

人
の
場
合
は
、
住
所
地
に
つ
い
て

も
市
内
に
有
す
る
こ
と
。
②
令
和

７
年
４
月
１
日
以
降
新
た
に
取
り

組
む
事
業
で
、
令
和
７
年
度
中
に

事
業
及
び
支
払
が
完
了
す
る
こ
と
。

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
。

※
小
規
模
事
業
者
と
は
、
常
時
使

用
す
る
従
業
員
数
が
20
人
（
商

業
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た

る
事
業
と
す
る
場
合
は
５
人
）

以
下
の
会
社
及
び
個
人

▼
対
象
事
業　

製
品
販
路
拡
大
な

ど
の
た
め
に
、
①
国
内
ま
た
は

国
外
の
展
示
会
な
ど
に
出
店
・

宣
伝
を
す
る
事
業

②
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
す
る
事
業

▼
補
助
金
額　

補
助
対
象
経
費
の

３
分
の
２
以
内
（
千
円
未
満
切
捨

て
）
上
限
10
～
30
万
円
（
事
業
内

容
に
よ
り
上
限
額
が
異
な
る
）

※
予
算
額
に
達
し
次
第
、
受
付
は

終
了
し
ま
す
。
詳
細
は
左
記
へ

電
話
ま
た
は

こ
ち
ら
か
ら
▼

申

問　

産
業
政
策
課

☎
（21）
１
１
３
２

農
地
農
業
相
談

▼
日
時

５
月
15
日
㈭

13
時
30
分
～
15
時
30
分

▼
場
所　

市
役
所
４
階

農
業
委
員
会
室

▼
内
容　

農
地
、
農
業
に
関
す
る

相
談
な
ど

▼
相
談
員　

農
業
委
員
、
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員

※
予
約
は
５
月
７
日
㈬
ま
で
に
電

話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
問　

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
（21）
１
１
７
８

事
業
承
継
相
談
会

（
予
約
制
）

　

事
業
承
継
に
関
す
る
様
々
な
問

題
解
決
を
支
援
す
る
相
談
会
を
開
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固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は

１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

さ
れ
ま
す
。
納
税
通
知
書
が
届
か

な
い
人
、
課
税
明
細
書
の
内
容
に

疑
問
の
あ
る
人
は
、
お
早
め
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
納
税
通
知
書
の
発
送
日

　

５
月
１
日
㈭

▼
納
期
限

軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税

納
期
限
は
６
月
２
日
㈪

　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）・
自

動
車
税
種
別
割
と
も
、
４
月
１
日

現
在
の
所
有
者
（
割
賦
販
売
の
場

合
は
使
用
者
）
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ

リ
や
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ

ト
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

な
ど
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

納
税
通
知
書
の
発
送
予
定
日

▼
市
税　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

　
　

  　

５
月
１
日
㈭

▼
県
税　

自
動
車
税
種
別
割　

　
　
　

  

４
月
25
日
㈮

問　

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
　

　
　

に
つ
い
て

　
　

市
民
税
課　

☎
（21）
１
１
１
９

問　

自
動
車
税
種
別
割
に
つ
い
て

　
　

大
分
県
別
府
県
税
事
務
所

　
　

☎
（67）
８
２
１
１

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

減
免
は
６
月
２
日
㈪
ま
で

　

次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
、
減
免
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

① 

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お

持
ち
の
人
で
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
場
合
（
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

② 

車
い
す
移
動
車
な
ど
特
別
仕

様
で
あ
る
車
両
及
び
専
ら
身

体
な
ど
に
障
が
い
の
あ
る
人

が
運
転
す
る
た
め
に
、
運

転
・
制
御
装
置
な
ど
が
特
別

仕
様
で
あ
る
車
両
の
場
合

③ 

社
会
福
祉
法
人
な
ど
が
所
有

す
る
車
両
で
、
当
該
法
人
な

ど
が
そ
の
活
動
に
直
接
専
用

す
る
場
合

申
請
に
必
要
な
も
の（
①
の
場
合
）

　

納
税
通
知
書
、
身
体
障
害
者

手
帳
な
ど
、
運
転
す
る
人
の
運

転
免
許
証

※ 

減
免
は
１
人
に
つ
き
普
通
車

ま
た
は
軽
自
動
車
（
原
付
を
含

む
）
の
い
ず
れ
か
１
台
で
す
。

※ 

障
が
い
の
あ
る
人
の
み
の
世

帯
の
人
の
た
め
に
、
常
時
介

護
す
る
人
が
運
転
す
る
場
合

は
、
証
明
書
が
必
要
で
す
。

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）【
市
税
】

　

減
免
申
請
期
間　

　

５
月
１
日
㈭
～
６
月
２
日
㈪

　

（
土
日
祝
日
を
除
く
）

※ 

期
間
内
に
申
請
が
な
い
場
合

は
減
免
で
き
ま
せ
ん
。

申

問　

市
民
税
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
１
９

自
動
車
税
種
別
割
【
県
税
】

　

減
免
申
請
随
時
受
付

申

問　

大
分
県
別
府
県
税
事
務
所

　
　
　

☎
（67）
８
２
１
１

軽
自
動
車
税
（
種
別

割
）
の
口
座
振
替

新
規
の
申
込
み

　

振
替
を
ご
希
望
の
人
は
納
税
通

知
書
と
預
金
通
帳
、
通
帳
印
を
お

持
ち
の
う
え
、
預
金
口
座
の
あ
る

金
融
機
関
・
郵
便
局
・
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

申
込
時
期
に
よ
っ
て
は
、
翌
年
度
か

ら
の
振
替
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

複
数
台
所
有
し
て
い
る
人

　

所
有
す
る
全
て
の
軽
自
動
車
の

税
が
口
座
振
替
さ
れ
ま
す
。
一
部
の

軽
自
動
車
だ
け
の
指
定
は
で
き
ま

せ
ん
。
口
座
振
替
申
込
み
後
、
新
た

に
取
得
し
た
軽
自
動
車
も
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
後
の
車
検
用
の
納
税
証
明

　

６
月
２
日
㈪
の
振
替
終
了

後
、
６
月
中
旬
に
車
検
用
の
納

税
証
明
書
を
発
送
し
ま
す
の
で
、

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
直
後
に
車
検
が
あ
る
と
き

 

車
検
用
の
納
税
証
明
書
が
送
付
さ

れ
る
前
に
必
要
な
場
合
は
、
口
座

振
替
を
記
帳
し
た
通
帳
と
車
検
証

を
お
持
ち
に
な
り
、
市
民
税
課
ま

た
は
各
出
張
所
で
車
検
用
の
納
税

証
明
書
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ

　

せ
く
だ
さ
い
。

問　

市
民
税
課　

☎
（21）
１
１
１
９

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税　

納
税
通
知
書
・
課
税

明
細
書
等
の
発
送

４
期

３
期

２
期

１
期

令
和
８
年
３
月
２
日
㈪

令
和
８
年
１
月
５
日
㈪

令
和
７
年
７
月
31
日
㈭

令
和
７
年
６
月
２
日
㈪

※ 

全
期
分（
一
括
）の
納
付
の
場

合
は
、
期
別（
１
～
４
期
）の

納
付
書
を
ま
と
め
て
ご
使
用

く
だ
さ
い
。

▼�

納
付
場
所　

納
税
通
知
書
に

記
載
し
て
い
る
各
金
融
機
関
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

（
バ
ー
コ
ー
ド
な
ど
）
で
も

納
付
で
き
ま
す
。

※ 

土
地
の
利
用
状
況
の
変
更
や

家
屋
の
新
増
築
・
取
壊
し
、

住
所
変
更
な
ど
が
あ
る
場
合

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問　

資
産
税
課 

　
　

☎
（21）
１
１
２
０

申 問　別府市リサイクル情報センター ☎２５－５３１０

▶�対象　令和７年４月１日～令和８年３月31日までに
市内の販売業者やネット通販などから購入した未使
用品（中古品・転売品除く。）の生ごみ処理機・生
ごみ処理容器のどちらか１台が対象です。（段ボー
ルコンポストについては２台が対象）

▶�申�請対象者
① 市内に住所を有し、居住している世帯
　（一般家庭のみで事業所を除く）
② 市内の自己が居住する住居地に処理機を設置し
　適切に維持管理ができること
③ 処理機等を継続して使用する意思があり
　安易な譲渡等を行わないことなど
※詳細は下記まで

▶補助金の額（※予算が無くなり次第終了します。）

処理機名 補助金の額等 対象台数

生ごみ処理機（電気式等）
購入額の 1/2

（上限）20,000 円
１台 /年

生ごみ処理容器（コンポスト等） 購入額の 1/2

（上限）3,000 円

１台 /年

生ごみ処理容器（段ボール） ２台 /年

ホームページ

生ごみ処理機等購入費の補助金交付生ごみ処理機等購入費の補助金交付
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問

産
業
政
策
課

☎
（21）
１
１
３
２

事
業
継
続
支
援

相
談
窓
口

▼
日
時

①
５
月
12
日
㈪

９
時
～
16
時

②
５
月
26
日
㈪　

９
時
～
16
時

※
１
組
約
90
分
。
４
組
ま
で
。

▼
場
所

別
府
商
工
会
議
所
３

階
特
設
ブ
ー
ス
（
中
央
町
）

▼
対
象　

【
法
人
】
本
社
が
別

府
市
に
あ
る
も
の

【
個
人
事
業
主
】
主
た
る
事

業
所
が
別
府
市
内
に
あ
る
も

の
、
ま
た
は
代
表
者
が
別
府

市
に
居
住
す
る
も
の

▼
相
談
員　

中
小
企
業
診
断
士

▼
持
ち
物　

会
社
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
、
決
算
書
・
申
告
書
な

ど
事
業
の
概
要
が
わ
か
る
も
の

▼
申
込
期
限

①
５
月
９
日
㈮

17
時
ま
で

②
５
月
23
日
㈮

17
時
ま
で　

※
完
全
予
約
制
で
す
。

▼
申
込
方
法

市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
事
業
継
続
支
援

相
談
窓
口
」
か
ら
申
込
み
▼

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込

み
で
き
な
い
事
業
者
に
つ
い

て
は
、
左
記
へ
電
話
で
申
込
み
。

12

祝
日
の
ご
み
収
集

　

５
月
５
日
㈪
㈷
・
６
日
㈫
㉁
は

対
象
地
区
の
ご
み
の
収
集
を
行
い

ま
す
。
８
時
30
分
ま
で
に
決
め
ら

れ
た
場
所
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

収
集
日
は
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず
ご

確
認
の
う
え
、
お
出
し
く
だ
さ
い
。

※
５
月
５
日
㈪
㈷
「
も
や
さ
な
い

ご
み
」・「
缶
、
び
ん
、
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
」
の
収
集
は
行
い
ま
せ
ん
。

問

生
活
環
境
課
清
掃
事
務
所

☎
（66）
５
３
５
３

マイナンバーカードの受取り・申請サポート窓口マイナンバーカードの受取り・申請サポート窓口
カード受取り・申請サポート窓口（５月）

開設日 時間 場所

平日 ８時 30 分～ 17 時
市役所 GF
市民課

休日　24 日（土） ９時～ 12 時

夜間※ 13 日（火）８時 30 分～ 19 時

 　 カード受取・申請サポート
市民課（市役所 GF 市民課申請サポート窓口）
☎２１ー１１３５　平日８時 30 分～ 17 時

問

▶マイナンバーカードの申請に必要なもの
・二次元コード付き交付申請書または通知カード
・本人確認書類（運転免許証など詳細はお問合せを）

▶健康保険証利用申請・公金受取口座の登録
・マイナンバーカード
・カード取得時に設定した４桁のパスワード
　（利用者証明用電子証明書暗証番号）
・公金受取口座の登録は本人名義の通帳など、口座情報が
わかるもの

※夜間のカード受取りは要予約

最新情報はこちら▼

問    マイナンバー制度全般 (紛失・その他お問合せ )
 マイナンバー総合フリーダイヤル
☎０１２０－９５－０１７８
９時 30 分～ 20 時（土日祝は 17 時 30 分まで） 
※紛失の場合は 24 時間・365 日対応

写真撮影
　無料！

令
和
７
年
第
２
回

市
議
会
定
例
会

会
期
日
程

　

６
月
９
日
㈪
～
25
日
㈬
の
17

日
間
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問

議
会
事
務
局

☎
(21)
１
５
４
７

５
月

日
は「
民
生
委

員
・
児
童
委
員
の
日
」

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
厚

生
労
働
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
、

地
域
住
民
の
身
近
な
相
談
・
支

援
者
と
し
て
地
域
福
祉
の
推
進

に
努
め
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

湯
け
む
り
ラ
イ
ド

シ
ェ
ア
～G

L
O
B
A
L

～
ド
ラ
イ
バ
ー
募
集

▼�

業
務
内
容　

道
路
運
送
法
第

78
条
第
２
号
の
規
定
に
基
づ

き
自
家
用
自
動
車
を
使
用
し

市
民
や
来
訪
者
の
運
送
業
務

を
行
う
も
の
（
自
家
用
有
償

旅
客
運
送
）

▼�

運
行
時
間

24
時
間
の
う
ち

都
合
の
良
い
時
間
帯

▼�

運
送
区
域　

別
府
市
内
が
出

発
ま
た
は
到
着
と
な
る
運
送

区
域

▼�

運
行
形
態
等　

①
業
務
委
託

契
約
②
配
車
ア
プ
リ
を
活
用

し
た
自
家
用
自
動
車
に
よ
る

運
送（
配
車
ア
プ
リ
Ｕ
ｂ
ｅ
ｒ

及
び
Ｇ
Ｏ
）

※
詳
細
は
下
記
へ
。

問

（
一
社
）
別
府
市
産
業
連

携
・
協
働
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム

B-biz LINK

☎
（77）
４
５
１
３

ま
た
、
各
小
学
校
区
に
１
～
２

人
の
児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と

を
専
門
に
関
わ
る
主
任
児
童
委

員
が
い
ま
す
。

※
福
祉
に
関
す
る
相
談
は
、
あ

な
た
の
町
の
民
生
委
員
・
児

童
委
員
に
お
声
掛
け
を
。

問

ひ
と
・
く
ら
し
支
援
課

☎
（21）
１
０
０
３

優
良
運
転
者
表
彰
の
申
請

▼�

受
付
期
間

５
月
１
日
㈭
～
６

月
13
日
㈮
（
平
日
９
時
～
17
時
）

▼�

必
要
書
類　

①
申
請
書
及
び
確

認
書
②
運
転
免
許
証
③
交
通
安

全
協
会
の
会
員
証
④
自
動
車
安

全
運
転
セ
ン
タ
ー
発
行
の
無
事

故
無
違
反
証
明
書
（
令
和
７
年

５
月
１
日
以
降
発
行
の
も
の
）

※
表
彰
種
別
は
10
・
15
・
20
・

30
・
40
・
50
年
の
６
段
階
で
す
。

※
申
請
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申 

問　

交
通
安
全
協
会
別
府
支
部

（
別
府
警
察
署
内
）
☎

（25）
２
１
０
０

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
は
路
上
工
事
を
中

止
し
ま
す

　

大
分
県
路
上
工
事
縮
減
対
策

推
進
協
議
会
に
お
い
て
決
定
さ

れ
た
国
道
、
県
道
、
市
道
11
路

線
に
つ
い
て
、
工
事
に
よ
る
渋

滞
を
緩
和
す
る
た
め
、
ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
期
間
中
の
路
上

工
事
を
中
止
し
ま
す
。

▼�

中
止
期
間　

４
月
25
日
㈮

22
時
～
５
月
７
日
㈬

９
時

問

都
市
整
備
課

☎
（21）
２
５
６
０

市 か ら の お 知 ら せ
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▶令和７年度助成対象児童

戸籍上第２子以降の３歳未満児（令和４年４月２日

以降に生まれた児童）で、保護者が就労、出産、病気、

家族の看護、就学などの理由で家庭での保育が困難な

ため認可外保育施設を利用している児童。

▶助成対象期間及び助成対象経費（令和７年度分）

令和７年４月分～令和８年３月分の保育料及び給食費

※上限：月額 35,000 円

▶申請手続・助成までの流れ

①「別府市にこにこ保育支援事業助成対象者確認届」に

在園証明書と保育ができないことを証明する書類（就

労証明書など）を添えて市に提出。

②市が①を審査後、助成対象確認通知を送付。

③支払った保育料などの領収書を添えて、市に助成金の

交付申請書兼請求書を提出。

④市が③を審査後、交付決定通知を送付し、指定された

口座に助成金を振り込み。

※昨年度から継続して申請される人や４月新入園の人は、

５月中を目途に手続してください。

※６月以降も随時受付しますが、早めの手続をお勧めします。

▶申請期限　令和８年３月末日

▶申請窓口　子育て支援課（郵送受付も可能）

※詳しくは子育て支援課で配布の申請の手引きをご覧ください。

※申請の手引きや申請書類は市ホームページからもダウ

ンロードできます。

申 問　子育て支援課　☎２１－１４２７

第２子以降３歳未満児の認可外保育施設利用料の助成事業

別府市にこにこ保育支援事業助成金別府市にこにこ保育支援事業助成金

　子育ての援助をしてくださる「まかせて会員」を募集

しています。養成講習会受講により会員登録できます。（受

講料は無料）

　援助の内容は、お子さんを公共施設や自宅で預かるこ

と、保育施設や習い事への送迎などです。地域の子育て

にご協力ください。

ファミリー・サポート・センター事業説明会

▶日時　５月 14 日（水）　10 時～ 11 時

▶場所　市役所３階　３Ｆー１会議室

第１回まかせて会員養成講習会

▶日時（３日間）

①６月４日（水）　 ９時 30 分～ 12 時

②６月６日（金）　 13 時 30 分～ 17 時

③６月 19 日（木）　９時 20 分～ 12 時

▶場所　ほっぺパーク（荘園）

▶対象　市内在住の 20 歳以上の人

▶申込期限　５月 25 日（日）

※養成講習会受講には事前に事業の説明を受けてください。

申 問　別府市ファミリー・サポート・センター

☎２７－１１８９

９時～17 時 30 分（月曜日、祝日の翌日休館）

子育て家庭を応援しませんか！子育て家庭を応援しませんか！

　令和７年度も引き続き、保育所や幼稚園などの年少園児

から中学３年生（令和７年４月１日時点で満３歳～満 14 歳）

までの子どもの給食費を負担している保護者に対して、給

食費負担軽減補助金を交付しています。

　補助金の手続は、施設や学校が保護者に代わって申請し、

保護者に給食費を請求する際に補助金額を差し引いた額で

請求します。

※施設や学校などが申請を行わない場合は個別の申請が

必要ですので下記へお問い合わせください。

問　市立校��教育政策課（学校給食センター）　

☎２４－５５３１

����私立校 教育政策課（財務係） 

☎２１－１５７２

����保育所など 子育て支援課

☎２１－１４２７

令和７年度給食費の保護者負担軽減事業令和７年度給食費の保護者負担軽減事業

旧山の手中学校さよなら見学会旧山の手中学校さよなら見学会
の開催についての開催について

　旧山の手中学校の校舎などを解体することに伴い、解

体前に旧山の手中学校の見学会を開催します。

▶日時　５月 11 日（日）　９時～ 15 時

▶場所　旧山の手中学校校舎

問　教育政策課　☎２１－１５７２

木造住宅の耐震化補助制度木造住宅の耐震化補助制度

▶募集期限　12 月 19 日（金）先着順

耐震診断
▶�対象　昭和 56 年５月 31 日以前に着工された２階建て以

下の木造一戸建住宅

▶�所有者負担　原則 5,500 円（住宅の規模や条件により追

加費用がかかる場合があります）

耐震改修工事
▶ 対象　耐震診断と同様の住宅（上記）で、耐震診断の結果、

評点が 1.0 未満のもの

▶補助金額　上限 150 万円

部分耐震工事（耐震シェルター）
▶�対象　耐震診断と同様の住宅（上記）で、耐震診断の結果、

１階の評点が 0.7 未満のもの

▶補助金額　要した費用の３分の２（上限 30 万円）

問　都市計画課　☎２１－１４８７

耐震アドバイザー派遣（無料）
建築士がお宅に訪問し、簡単な診断を行い、相談に応じます。

問　大分県建築士事務所協会

☎０９７ー５３７－７６００

第十二回特別弔慰金
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和７年４月１日時点
において恩給法の公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金などを受ける人（戦没者等の妻や父母な
ど）がいない場合に、ご遺族お一人に特別弔慰金が支給さ
れます。
▶特別弔慰金　額面 27 万５千円の記名国債（５年償還）で支給
▶請求期間　  ～令和 10 年３月 31 日
※請求には本人確認書類や戸籍書類が必要になります。
詳細については下記へ。

申 問　ひと・くらし支援課　☎２１－１００３

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
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に
つ
い
て
は
、
入
居
世
帯
の
人

数
が
６
人
以
上
で
あ
る
こ
と

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と

④ 

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団

員
で
な
い
こ
と

⑤ 

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し

て
控
除
後
の
月
額
所
得
が

15
万
８
千
円
以
下

※ 
条
件
に
よ
り
、
所
得
の
上
限
が

緩
和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼  

単�

身
で
申
し
込
む
場
合

　

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に

　

加
え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥ 

入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上

で
あ
る
こ
と

⑦ 

身
体
障
が
い
者
（
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
～
４
級
）

⑧ 

精
神
障
が
い
者

住宅名
募集
戸数 棟

階
数 入居基準

朝見再開発 １ B 1 単身者

向原 １ A ４

単身者・

家族亀川

１ A ２

１ C ４

１ C ５

１ D １

２ D ５

新別府 １ A ４

家族

野口原 １ B ２

石田 １ B ３

浜脇高層
１ ー ４

１ ー 11

浜脇再開発 １ ー ７

松原 １ ー ４

西別府（多家族） １ Ｂ ６

◆申込みには「マイナンバー」が必要です
市営住宅の申込みには、来た人の本人確認と、
申込する人（入居者全員分）のマイナンバー
の提示が必要となります。マイナンバーカー
ドか通知カードと本人確認書類を忘れずにお
持ちください。

　

（
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

　

帳
１
級
～
３
級
）

⑨
知
的
障
が
い
者
（
療
育
手
帳

　

Ａ
１
～
Ｂ
２
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者
な
ど

▼�

申
込
方
法

　

 

必
要
書
類
を
添
え
、
窓
口
ま

た
は
郵
送（
締
切
２
日
前
の

消
印
有
効
）で
申
込
み
を
。

※ 

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類

が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
上
の
注
意
事
項

・ 

婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

（
夫
婦
別
居
中
、
単
身
赴
任
等
）

で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
婚
約
済
み
で
当
選

後
、
指
定
の
入
居
日
か
ら
３

か
月
以
内
に
入
籍
予
定
の
場

合
は
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

・ 

当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審

査
を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申

込
資
格
に
合
致
し
な
い
場
合

は
、
入
居
で
き
ま
せ
ん
。

 

・ 

市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し
た

月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で
す
。

当
選
前
の
内
見
は
で
き
ま
せ
ん
。

・ 

市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内

で
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち

込
み
は
禁
止
で
す
。

▼▼
申
込
期
間

申
込
期
間

　

５
月
１
日
㈭
～
13
日
㈫

▼▼
抽
選
日

抽
選
日　

５
月
24
日
㈯

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

 

申

問　

別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

 　
　

 

☎
（21）
２
２
０
０

・
西
別
府
住
宅
Ｂ
棟
（
多
家
族

用
）
に
つ
い
て
は
、
入
居
期

間
を
５
年
と
し
、
以
降
毎
年

見
直
し
を
行
い
ま
す
。

・
子
育
て
世
帯
に
は
、
浴
室
給

湯
設
備
の
設
置
補
助
制
度
（
所

得
制
限
あ
り
）
が
あ
り
ま
す
。

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
→
市
営

住
宅
→
別
府
市
営
住
宅

各
出
張
所
窓
口　

間
取
り
の
み

閲
覧
で
き
ま
す
。

▼▼
申
込
期
間
中
の
窓
口
開
設
時
間

申
込
期
間
中
の
窓
口
開
設
時
間

　

平
日　

８
時
30
分
～
19
時

※
17
時
以
降
の
場
合
は
、
当
日

17
時
ま
で
に
予
約
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
一
般
公
営
住
宅
（
16
戸
）

▼�

申
込
資
格　

次
の
条
件
を
全

て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

① 

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公

営
住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家

が
あ
る
人
は
申
込
不
可
）

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　

（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
）

※
西
別
府
住
宅
Ｂ
棟
（
多
家
族
用
）

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

養
成
講
座

日
時
・
場
所

▼
５
月
20
日
㈫

①
10
時
～
11
時
30
分

　

社
会
福
祉
会
館（
上
田
の
湯
町
）

②
13
時
30
分
～
15
時

　

お
ひ
さ
ま
パ
ー
ク（
南
町
）

▼
５
月
27
日
㈫

①
10
時
～
11
時
30
分

　

あ
す
な
ろ
館
（
平
田
町
）

②
13
時
30
分
～
15
時

　

朝
日
大
平
山
地
区
公
民
館
（
火
売
）

内
容　

認
知
症
の
基
礎
知
識
や

認
知
症
の
人
へ
の
接
し
方

対
象　

認
知
症
に
つ
い
て
関
心
の

あ
る
人
、
認
知
症
の
人
へ
の
接
し

方
を
学
び
た
い
人
で
、
こ
れ
ま
で

講
座
を
受
講
し
た
こ
と
が
な
い
人

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申
込
締
切

　

前
週
の
月
曜
日
の
17
時
ま
で

申

問　

別
府
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　

☎
（26)
６
０
７
０

救
命
講
習
案
内

コ
ー
ス　

①
上
級
救
命
講
習 

団
体
用
（
20
人
）

② 

普
通
救
命
講
習
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・

団
体
用
（
30
人
）

※
複
数
団
体
で
の
受
講
可

③ 

普
通
救
命
講
習
Ⅰ
・
個
人
用
（
30
人
）

④
救
命
入
門
コ
ー
ス
（
30
人
） 

※
団
体
に
限
る

日
時　

① 

第
３
木
曜
日（
９
時
～
17
時
）

② 

毎
週
金
曜
日
（
午
前
及
び
午
後
）

③ 

毎
月
第
３
日
曜
日
（
９
時
～
12
時
）　

④
毎
週
火
曜
日　

90
分
・
45
分

場
所　

消
防
本
部
４
階
会
議
室

内
容　

心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

  
取
扱
い
要
領
、
止
血
法
な
ど

※
市
民
及
び
市
内
に
通
勤
通
学　

　

の
人
を
対
象
と
し
ま
す
。

※
受
講
の
際
は
感
染
症
対
策
に

　

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
下
記
ま
た
は
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
か
ら
申
込
み
▼

申

問　

消
防
本
部
警
防
課

　
　
　

☎
（25）
１
１
２
４

市 か ら の お 知 ら せ
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何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

　これからの社会を担うこどもたちが、いじめ・虐待・体罰の犠牲となるなど、こどもたちの「人権」が守られていない実情

があります。特に、保護者によるこどもへの虐待（児童虐待）が大きな社会問題になっています。

　「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」これは「児童虐待の防止等に関する法律」第３条の全文です。

　児童虐待は、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト（育児放棄）・心理的虐待の４つに類別されていますが、被害者（虐待を受

けるこども）・加害者（虐待する保護者）のそれぞれに、次のような特徴的な行動やサインが現れます。

児童虐待を防ぐためには、周囲の人がこのような行動、サイン、異変や違和感に気付いたうえで迅速に対応することが大切

です。こどもたちが安心して成長していけるよう、地域全体でこどもたちを見守り、育てていきましょう。

虐待かもと思ったら、下記の通告・相談先へ連絡を！

【私たちができること（通告）】

　「児童虐待の防止等に関する法律」第６条に、虐待を受けたと思われる児童を見つけた場合は、市区町村、都道府県の設置す

る福祉事務所または児童相談所などに（児童委員を介してもよい）通告しなければならないと定めています。

①児童虐待の通告は国民の義務です。※通告義務は守秘義務より優先されます。②「虐待されている」という確証がなくても

通告しましょう。もし虐待の事実がなかったとしても、責任を問われることはありません。③通告した人の秘密は守られます。

④結果的に、虐待をしている人を救うことにもつながります。

５月の無料人権相談　お気軽にご相談ください。

日時　14 日（水）　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時   

場所　市役所４階　４Ｆー１会議室（予約優先）

相談員　人権擁護委員　

問　共生社会実現・部落差別解消推進課　☎２１－１２９１

人
権
に
関
す
る
各

種
講
座

◎
じ
ん
け
ん
ふ
れ
あ
い
教
室

第
１
回

▼
日
時

５
月
15
日
㈭

10
時
～
12
時

▼
場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　

（
石
垣
東
10
丁
目
）

▼
内
容

お
手
軽
簡
単
絞
り
染
め

▼
講
師　

竹
川
美
砂
恵
さ
ん

▼
費
用

500
円

※
シ
ャ
ツ
な
ど
の
白
い
布
を
持
参

第
２
回

▼
日
時

６
月
３
日
㈫

10
時
～
12
時

▼
場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

（
石
垣
東
10
丁
目
）

▼
内
容　

毛
糸
で
作
る
鳥

▼
講
師　

ハ
ン
ド
メ
イ
ド
作
家

安
藤
俊
二
さ
ん

▼
費
用

100
円

※
ハ
サ
ミ
は
持
参

◎
身
近
な
人
権
講
座

▼
日
時　

５
月
22
日
㈭

14
時
～
16
時

▼
場
所

社
会
福
祉
会
館

（
上
田
の
湯
町
）

▼
テ
ー
マ　

障
が
い
の
あ
る
人

と
人
権
問
題

▼
演
題　

笑
っ
て
考
え
る
目
の

見
え
な
い
世
界

▼
講
師　

盲
目
の
噺

は
な
し

屋
ザ
ト
ー

衛
藤
宏
章
さ
ん　
　

申
問　

共
生
社
会
実
現
・
部
落

差
別
解
消
推
進
課　

☎
（21）
１
２
９
１

子
ど
も
に
関
す
る

弁
護
士
専
門
相
談

▼
日
時

５
月
27
日
㈫　

16
時
～
18
時

▼
場
所　

光
の
園
子
ど
も
セ
ン
タ

ー
パ
ー
ネ
ム
内
（
荘
園
８
組
）

※
１
人
30
分
程
度
。
要
予
約
。

電
話
で
左
記
へ
申
込
み
。

申

問

別
府
市
こ
ど
も
家
庭
セ

ン
タ
ー

光
の
園

☎
０
８
０
（３
３
７
１
）０
８
７
４

わたしたちのねがい

電話番号 相談時間

別府市こども家庭センター ２１－１２３９/２１－１１１７ 平日８時 30 分～ 17 時

別府市こども家庭センター光の園 ０９０－１３４８－０８７４/０８０－３３７１－０８７４ 24 時間

光の園子ども家庭支援センター ２７－０８７４ 毎日９時～ 18 時

いつでも子育てほっとライン ０１２０－４６２－１１０ 24 時間

児童相談所虐待対応ダイヤル １８９（いちはやく） 24 時間

こどもの人権１１０番 ０１２０－００７－１１０ 平日８時 30 分～ 17 時 15 分

こども
不自然なアザややけどの痕、いつも汚れた衣服を着用している、表情が乏しい、家に
帰りたがらない、保護者を避ける　など

保護者
たたく、「しつけ」と称して人前でこどもを厳しく叱る、家の内外が散らかっている、
周囲と交流がなく孤立している、こどもを置いて外出している　など

通告・相談先

こちらから応募▶

応�募方法　『①答え（○の中に当ては
まる文字）②郵便番号、住所、氏
名、年齢、電話番号③今月号で印
象に残った記事④市報へのご意見、
ご感想など』を記入のうえ、応募
フォームまたははがきでお送りく
ださい（１人１回）。正解者の中か
ら抽選で５人に粗品を進呈します。
なお、当選者の発表は発送をもっ
て代えさせていただきます。

宛先　〒 874-8511　別府市秘書広報課
締切　５月 21 日（水）必着
３月号の答えは「つげ」でした。た
くさんのご応募ありがとうございま

した。

問題�　「Next 〇 Years」
　（ヒント：表紙）

今 月 の ク イ ズ



相談名称 相　談　内　容 相談日（祝日除く） 相談時間 相談場所 相談員 問合先 電話番号

福

祉

・

保

健

母 子・ 父 子 相 談 ひとり親家庭の養育、経済上の問題などに関すること 月～金曜日 8:30 ～ 17:00 市役所１階  子育て支援課 母子・父子自立支援員 子育て支援課 21-1701

女性のためのなんでも相談 パートナーのこと、人間関係や仕事のこと、こころ・からだ・暮らしに関すること 月～金曜日、面接は予 9:00 ～ 17:00 別府市男女共同参画センター 女性相談支援員
共生社会実現・部落差別
解消推進課

21-7820

子 育 て 支 援 相 談
（ 家 庭 児 童 相 談 ）

・育児やしつけ、子どもの問題行動など子育てに関すること
・児童虐待に関すること

月～金曜日 8:30 ～ 17:00
別府市こども家庭センター
（別府市保健センター内）

子ども家庭支援員
こども家庭課
（別府市保健センター内）

21-1239

年中無休（祝日含む） 24 時間 別府市こども家庭センター  光の園
虐待対応専門員、
子ども家庭支援員

別府市こども家庭センター  
光の園

090-1348-0874
080-3371-0874

高 齢 者 福 祉 相 談
65 歳以上の高齢者の福祉サービスなどに関すること

月～金曜日 8:30 ～ 17:00 市役所１階  高齢者福祉課 高齢者福祉課職員 高齢者福祉課
21-1442

介護保険に関すること 21-1463

障 が い 者 相 談 障がい者の福祉、障がい者への差別や虐待に関すること 月～金曜日 8:30 ～ 17:00 市役所１階  障害福祉課 障害者相談員（社会福祉士等） 障害福祉課
TEL  21-1413
FAX  22-1780

警 察 安 全 相 談 認知症高齢者の一人歩きによる行方不明の場合の発見 ･保護に関する相談や手配 年中無休（祝日含む） 24 時間 別府警察署 別府警察署職員 別府警察署生活安全課 21-2131

ふ く し の 相 談
家庭内で複数の困難な問題（介護・子ども・障がい・生活困窮など）を
抱えており、どこに相談してよいか分からない福祉に関すること

月～金曜日 8:30 ～ 17:00 市役所１階 ひと・くらし支援課 ひと・くらし支援課職員 ひと・くらし支援課 21-1003

健 康 相 談 生活習慣病の予防や健康づくりに関すること 月～金曜日予 8:30 ～ 17:00 市役所グランドフロア 健康推進課 保健師、管理栄養士 健康推進課 21-2188

こ こ ろ の 相 談 不安な気持ち、眠れないなどの悩みに関すること 月～金曜日予 8:30 ～ 17:00 市役所グランドフロア 健康推進課 保健師 健康推進課 21-2188

子 育 て 相 談
・子育てについての相談
・情報の提供、助言、その他の援助

月～土曜日

9:00 ～ 17:30

北部子育て支援センターどれみ
（電話相談）

保育士
どれみ 66-8181

火～日曜日
（祝日含む・祝日の翌日は休み）

南部子育て支援センターわらべ
（電話相談）

わらべ 25-0120

火～日曜日
（祝日含む・祝日の翌日は休み）

西部子育て支援センターべるね
（電話相談）

保育士、保健師 べるね 27-1128

育 児 相 談 妊娠出産に関すること、乳幼児の発育、離乳食や子育ての悩みに関すること 月～金曜日 8:30 ～ 17:00  
別府市こども家庭センター
（別府市保健センター内）

保健師・助産師・管理栄養士
こども家庭課
（別府市保健センター内）

21-1117

職

業

労 働 相 談 採用、退職、解雇、個別労働紛争などに関すること 第２水曜日 13:00 ～ 16:00 市役所内会議室 社会保険労務士
大分県社会保険労務士会
別府支部

0978-63-2001

就 職 に 関 す る 相 談 概
おおむ

ね 49 歳以下の若年者（学生含む）の就職相談など 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 ジョブカフェおおいた別府サテライト
ジョブカフェおおいた
別府サテライト相談員

ジョブカフェおおいた
別府サテライト

27-5988

就 職 や 雇 用 保 険 に
関 す る 相 談

職業相談・紹介、職業訓練、雇用保険の受給、求人申込に関することなど 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 ハローワーク別府 ハローワーク職員など ハローワーク別府 23-8609

高 齢 者 職 業 相 談
60 歳以上で、働く意欲のある健康な人への生きがいとしての臨時的
かつ短期的な職業紹介

月～金曜日 8:30 ～ 17:00 別府市シルバー人材センター シルバー人材センター職員 別府市シルバー人材センター 78-2200

法
律
・
人
権

公 証 人 に よ る 相 談
遺言、任意後見契約、家族信託、尊厳死宣言、離婚に伴う養育費・財産
分与・慰謝料の支払契約、金銭消費貸借契約、債務弁済契約などの公正
証書に関すること

第１水曜日予 9:30 ～ 11:30 別府市男女共同参画センター 公証人 大分公証人合同役場 097-535-0888

相 続・ 遺 言 相 談 相続・遺言など
 第４水曜日
（祝日の場合は翌日）

10:00 ～ 12:00 別府市男女共同参画センター 
大分県行政書士会
別府支部相談員

大分県行政書士会別府支部 090-5083-6056

人 権 相 談
各種人権問題に関すること

原則第２水曜日
（予約者優先）

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00

市役所内会議室 人権擁護委員
共生社会実現・部落差別
解消推進課

21-1291

部落差別をはじめとする各種人権問題に関すること 月～金曜日予
9:00 ～ 16:00
受付 15:30 まで

別府市人権啓発センター 別府市人権啓発センター職員 別府市人権啓発センター 23-6163

身 近 な 法 律 相 談 会
不動産の登記（売買、贈与、相続など）、会社の登記（設立、役員変更など）、
借金問題、成年後見、少額裁判など

第１火曜日予

（祝日の場合は翌週の
火曜日・１日４組まで）

13:30 ～ 16:00
１組 30 分以内

別府市男女共同参画センター 司法書士
大分県司法書士青年の会
事務局（予約は市報掲載の
日程分のみ可能）

097-532-7055

弁 護 士 に よ る
専 門 相 談

学校でのトラブル（いじめなど）、経済的な悩み、家族間のトラブル（Ｄ
Ｖなど）、子育ての困りごとが生じ、法的観点からの対処方法など

第３木曜日予
16:00 ～ 18:00
１件 30 分

別府市こども家庭センター  光の園 弁護士
別府市こども家庭センター  
光の園

080-3371-0874

教
育

教 育 相 談
園児・児童・生徒の学習、生活、不登校、いじめ、問題行動など教育全
般に関すること

月～金曜日、面談は予 9:00 ～ 17:00
別府市教育相談センター

（野口ふれあい交流センター南館３階）
心理相談員（公認心理師、
臨床心理士）

別府市教育相談センター 26-0812

経

済

消 費 生 活 相 談 契約・解約・悪質商法などその他消費生活に関すること 月～金曜日 9:00 ～ 16:30
別府市消費生活センター
（市役所４階  産業政策課）

消費生活専門相談員 別府市消費生活センター
（産業政策課内）

21-1881
債 務 者 相 談 会 消費者金融・クレジットなどの債務に関すること 第２木曜日 予（祝日の場合は前日） 13:30 ～ 16:30 市役所内会議室 弁護士

そ

の

他

市 民 相 談 市の行政や市民の日常生活に関すること、市への要望・提言など 月～金曜日 9:00 ～ 16:00 市役所１階  市民相談室 市民相談員 自治連携課 21-2510

行 政 相 談 国などの行政に関する要望・苦情 第３水曜日 10:00 ～ 12:00 別府市男女共同参画センター 行政相談委員
自治連携課 21-1125

総務省大分行政監視行政相談
センター（きくみみ大分）

097-532-3715

不 動 産 相 談 宅地建物取引に関すること 第２木曜日
13:00 ～ 16:00
受付 15:30 まで

別府市男女共同参画センター 宅地建物取引士
大分県宅建協会別府支部
※不定休

21-8578
（9:00 ～ 15:00）

生活困窮者自立相談
生活困窮者の抱える課題を相談員と一緒に整理を行い、あわせて就労や
家計改善の支援を一体的に実施

月～金曜日 9:00 ～ 16:00 社会福祉会館 社会福祉協議会職員 別府市自立相談支援センター 27-8835

まちのなんでも相談室 生活の中の困りごとに関すること 水・木曜日 9:00 ～ 12:00
水曜日　あすなろ館
木曜日　おひさまパーク３階

社会福祉協議会職員 社会福祉協議会 26-6070

ボ ラ ン テ ィ ア 相 談 福祉・地域などのボランティア活動に関すること 月～金曜日 9:00 ～ 16:00 社会福祉会館 社会福祉協議会職員 社会福祉協議会 26-6070

み ど り の 相 談 みどり（植物など）全般に関すること 月・水・金曜日 10:00 ～ 16:00 みどりの相談所（南立石公園内） みどりの相談員 みどりの相談所 24-1643

労働・生活・福祉相談 労働・生活・福祉に関すること 月～金曜日 9:00 ～ 17:00 別府地区労働福祉会館内
ライフサポートセンター
相談員

大分県労働者福祉協議会
ライフサポートセンター

26-3155

農 地 農 業 相 談 農地に関する全般、農業者年金などに関すること 第３木曜日予 13:30 ～ 15:30 市役所４階  農業委員会室
農業委員、農地利用最適化
推進委員

農業委員会事務局 21-1178

防 火 相 談 火災予防全般に関すること 月～金曜日 8:30 ～ 17:00 消防本部３階　予防課 予防課職員 予防課 25-1125

水 道・ 下 水 道 相 談 水道・下水道全般に関すること 月～金曜日 8:30 ～ 17:00 上下水道局 上下水道局職員 上下水道局 23-0361

終 活 相 談 相続・遺言・生前整理・死後事務委任・任意後見契約など 第３木曜日予 13:00 ～ 16:00 別府市成年後見支援センター 行政書士、社会福祉士 別府市成年後見支援センター 73-6070



相談名称 相　談　内　容 相談日（祝日除く）　 相談時間 相談場所 相談員 問合先 電話番号

福
　
祉
　
・
　
保
　
健

母 子・ 父 子 相 談 ひとり親家庭の養育、経済上の問題などに関すること 月～金曜日 8:30 ～ 17:00 市役所１階  子育て支援課 母子・父子自立支援員 子育て支援課 21-1701

女性のためのなんでも相談 パートナーのこと、人間関係や仕事のこと、こころ・からだ・暮らしに関すること 月～金曜日、面接は予 9:00 ～ 17:00 別府市男女共同参画センター 女性相談支援員
共生社会実現・部落差別
解消推進課

21-7820

子 育 て 支 援 相 談
（ 家 庭 児 童 相 談 ）

・育児やしつけ、子どもの問題行動など子育てに関すること
・児童虐待に関すること

月～金曜日 8:30 ～ 17:00
別府市こども家庭センター
（別府市保健センター内）

子ども家庭支援員
こども家庭課
（別府市保健センター内）

21-1239

年中無休（祝日含む） 24 時間 別府市こども家庭センター  光の園
虐待対応専門員、
子ども家庭支援員

別府市こども家庭センター 
光の園

090-1348-0874
080-3371-0874

高 齢 者 福 祉 相 談
65 歳以上の高齢者の福祉サービスなどに関すること

月～金曜日 8:30 ～ 17:00 市役所１階  高齢者福祉課 高齢者福祉課職員 高齢者福祉課
21-1442

介護保険に関すること 21-1463

障 が い 者 相 談 障がい者の福祉、障がい者への差別や虐待に関すること 月～金曜日 8:30 ～ 17:00 市役所１階  障害福祉課 障害者相談員（社会福祉士等） 障害福祉課
TEL  21-1413
FAX  22-1780

警 察 安 全 相 談 認知症高齢者の一人歩きによる行方不明の場合の発見 ･保護に関する相談や手配 年中無休（祝日含む） 24 時間 別府警察署 別府警察署職員 別府警察署生活安全課 21-2131

ふ く し の 相 談
家庭内で複数の困難な問題（介護・子ども・障がい・生活困窮など）を
抱えており、どこに相談してよいか分からない福祉に関すること

月～金曜日 8:30 ～ 17:00 市役所１階 ひと・くらし支援課 ひと・くらし支援課職員 ひと・くらし支援課 21-1003

健 康 相 談 生活習慣病の予防や健康づくりに関すること 月～金曜日予 8:30 ～ 17:00 市役所グランドフロア 健康推進課 保健師、管理栄養士 健康推進課 21-2188

こ こ ろ の 相 談 不安な気持ち、眠れないなどの悩みに関すること 月～金曜日予 8:30 ～ 17:00 市役所グランドフロア 健康推進課 保健師 健康推進課 21-2188

子 育 て 相 談
・子育てについての相談
・情報の提供、助言、その他の援助

月～土曜日

9:00 ～ 17:30

北部子育て支援センターどれみ
（電話相談）

保育士
どれみ 66-8181

火～日曜日
（祝日含む・祝日の翌日は休み）

南部子育て支援センターわらべ
（電話相談）

わらべ 25-0120

火～日曜日
（祝日含む・祝日の翌日は休み）

西部子育て支援センターべるね
（電話相談）

保育士、保健師 べるね 27-1128

育 児 相 談 妊娠出産に関すること、乳幼児の発育、離乳食や子育ての悩みに関すること 月～金曜日 8:30 ～ 17:00 
別府市こども家庭センター
（別府市保健センター内）

保健師・助産師・管理栄養士
こども家庭課
（別府市保健センター内）

21-1117

職

業

労 働 相 談 採用、退職、解雇、個別労働紛争などに関すること 第２水曜日 13:00 ～ 16:00 市役所内会議室 社会保険労務士
大分県社会保険労務士会
別府支部

0978-63-2001

就 職 に 関 す る 相 談 概
おおむ

ね 49 歳以下の若年者（学生含む）の就職相談など 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 ジョブカフェおおいた別府サテライト
ジョブカフェおおいた
別府サテライト相談員

ジョブカフェおおいた
別府サテライト

27-5988

就 職 や 雇 用 保 険 に
関 す る 相 談

職業相談・紹介、職業訓練、雇用保険の受給、求人申込に関することなど 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 ハローワーク別府 ハローワーク職員など ハローワーク別府 23-8609

高 齢 者 職 業 相 談
60 歳以上で、働く意欲のある健康な人への生きがいとしての臨時的
かつ短期的な職業紹介

月～金曜日 8:30 ～ 17:00 別府市シルバー人材センター シルバー人材センター職員 別府市シルバー人材センター 78-2200

法
律
・
人
権

公 証 人 に よ る 相 談
遺言、任意後見契約、家族信託、尊厳死宣言、離婚に伴う養育費・財産
分与・慰謝料の支払契約、金銭消費貸借契約、債務弁済契約などの公正
証書に関すること

第１水曜日予 9:30 ～ 11:30 別府市男女共同参画センター 公証人 大分公証人合同役場 097-535-0888

相 続・ 遺 言 相 談 相続・遺言など
 第４水曜日
 （祝日の場合は翌日）

10:00 ～ 12:00 別府市男女共同参画センター 
大分県行政書士会
別府支部相談員

大分県行政書士会別府支部 090-5083-6056

人 権 相 談
各種人権問題に関すること

原則第２水曜日
（予約者優先）

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00

市役所内会議室 人権擁護委員
共生社会実現・部落差別
解消推進課

21-1291

部落差別をはじめとする各種人権問題に関すること 月～金曜日予
9:00 ～ 16:00
受付 15:30 まで

別府市人権啓発センター 別府市人権啓発センター職員 別府市人権啓発センター 23-6163

身 近 な 法 律 相 談 会
不動産の登記（売買、贈与、相続など）、会社の登記（設立、役員変更など）、
借金問題、成年後見、少額裁判など

第１火曜日予

（祝日の場合は翌週の
火曜日・１日４組まで）

13:30 ～ 16:00
１組 30 分以内

別府市男女共同参画センター 司法書士
大分県司法書士青年の会
事務局（予約は市報掲載の
日程分のみ可能）

097-532-7055

弁 護 士 に よ る
専 門 相 談

学校でのトラブル（いじめなど）、経済的な悩み、家族間のトラブル（Ｄ
Ｖなど）、子育ての困りごとが生じ、法的観点からの対処方法など

第３木曜日予
16:00 ～ 18:00
１件 30 分

別府市こども家庭センター  光の園 弁護士
別府市こども家庭センター
光の園

080-3371-0874

教
育

教 育 相 談
園児・児童・生徒の学習、生活、不登校、いじめ、問題行動など教育全
般に関すること

月～金曜日、面談は予 9:00 ～ 17:00
別府市教育相談センター
（野口ふれあい交流センター南館３階）

心理相談員（公認心理師、
臨床心理士）

別府市教育相談センター 26-0812

経

済

消 費 生 活 相 談 契約・解約・悪質商法などその他消費生活に関すること 月～金曜日 9:00 ～ 16:30
別府市消費生活センター
（市役所４階  産業政策課）

消費生活専門相談員 別府市消費生活センター
（産業政策課内）

21-1881
債 務 者 相 談 会 消費者金融・クレジットなどの債務に関すること 第２木曜日 予（祝日の場合は前日） 13:30 ～ 16:30 市役所内会議室 弁護士

そ
　
の
　
他
　

市 民 相 談 市の行政や市民の日常生活に関すること、市への要望・提言など 月～金曜日 9:00 ～ 16:00 市役所１階  市民相談室 市民相談員 自治連携課 21-2510

行 政 相 談 国などの行政に関する要望・苦情 第３水曜日 10:00 ～ 12:00 別府市男女共同参画センター 行政相談委員
自治連携課 21-1125

総務省大分行政監視行政相談
センター（きくみみ大分）

097-532-3715

不 動 産 相 談 宅地建物取引に関すること 第２木曜日
13:00 ～ 16:00
受付 15:30 まで

別府市男女共同参画センター 宅地建物取引士
大分県宅建協会別府支部
※不定休

21-8578
（9:00 ～ 15:00）

生活困窮者自立相談
生活困窮者の抱える課題を相談員と一緒に整理を行い、あわせて就労や
家計改善の支援を一体的に実施

月～金曜日 9:00 ～ 16:00 社会福祉会館 社会福祉協議会職員 別府市自立相談支援センター 27-8835

まちのなんでも相談室 生活の中の困りごとに関すること 水・木曜日 9:00 ～ 12:00
水曜日　あすなろ館
木曜日　おひさまパーク３階

社会福祉協議会職員 社会福祉協議会 26-6070

ボ ラ ン テ ィ ア 相 談 福祉・地域などのボランティア活動に関すること 月～金曜日 9:00 ～ 16:00 社会福祉会館 社会福祉協議会職員 社会福祉協議会 26-6070

み ど り の 相 談 みどり（植物など）全般に関すること 月・水・金曜日 10:00 ～ 16:00 みどりの相談所（南立石公園内） みどりの相談員 みどりの相談所 24-1643

労働・生活・福祉相談 労働・生活・福祉に関すること 月～金曜日 9:00 ～ 17:00 別府地区労働福祉会館内
ライフサポートセンター
相談員

大分県労働者福祉協議会
ライフサポートセンター

26-3155

農 地 農 業 相 談 農地に関する全般、農業者年金などに関すること 第３木曜日予 13:30 ～ 15:30 市役所４階  農業委員会室
農業委員、農地利用最適化
推進委員

農業委員会事務局 21-1178

防 火 相 談 火災予防全般に関すること 月～金曜日 8:30 ～ 17:00 消防本部３階　予防課 予防課職員 予防課 25-1125

水 道・ 下 水 道 相 談 水道・下水道全般に関すること 月～金曜日 8:30 ～ 17:00 上下水道局 上下水道局職員 上下水道局 23-0361

終 活 相 談 相続・遺言・生前整理・死後事務委任・任意後見契約など 第３木曜日予 13:00 ～ 16:00 別府市成年後見支援センター 行政書士、社会福祉士 別府市成年後見支援センター 73-6070

※
市
報
か
ら
取
り
外
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
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在
】

保
存
版
　
市
民
相
談
一
覧
表

※
全
て
無
料
。
予

の
記
載
が
あ
る
も
の
は
要
予
約
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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ゆ の ま ち の 健 康

休日等
歯科診療

診療日　日曜・祝日
　９：00 ～ 11：30、13：00 ～ 16：30

場所・問　別府市口
こうくう

腔保健センター
　(別府市保健センター内）☎２１－５６５７

歯の
急患

５月３日～６日の休日当番歯科
診療時間　９：00 ～ 12：00、 13：00 ～ 17：00

受付時間　午前は 11：30 まで、午後は 16：30 まで

※都合により変更になることがあります

問 　別府口
こう

腔
くう

保健センター　☎２１ー５６５７

日程 医療機関名 所在地 電話

３（土・祝）髙 橋 あ き お 歯 科 田 の 湯 町 51-4832

４（日・祝）扇 山 矢 田 歯 科 医 院 扇 山 26-1230

５（月・祝）秋 本 歯 科 医 院 鉄 輪 上 66-8171

６（火・休）ガーデン歯科クリニック 南立石１区 22-4618

日 医療機関名 所在地 電話

３

別府市医師会地域保健センター
（15 歳以上が対象です）

（内）西 野 口 町 26-4000

河 野 小 児 科 医 院（小）石垣西７丁目 22-4429

４

別府市医師会地域保健センター
（15 歳以上が対象です）

（内）西 野 口 町 26-4000

衛 藤 小 児 科 医 院（小）荘 園 85-7881

５

別府市医師会地域保健センター
（15 歳以上が対象です）

（内）西 野 口 町 26-4000

松 本 小 児 科 医 院（小）北浜２丁目 23-5215

６

別府市医師会地域保健センター
（15 歳以上が対象です）

（内）西 野 口 町 26-4000

古 城 小 児 科 医 院（小）上 人 仲 町 67-5566

11
畑 病 院（内）中 島 町 21-1371

松 井 小 児 科 医 院（小）大 畑 24-1911

18
村 橋 病 院（内）千 代 町 23-3231

衛 藤 小 児 科 医 院（小）荘 園 85-7881

25

別府市医師会地域保健センター
（15 歳以上が対象です）

（内）西 野 口 町 26-4000

矢田こどもクリニック（小）石垣東４丁目 22-9557

６
／
１

別府市医師会地域保健センター
（15 歳以上が対象です）

（内）西 野 口 町 26-4000

河 野 小 児 科 医 院（小）石垣西７丁目 22-4429

５月の日曜・祝日の在宅当番医
　発熱など風邪症状がある場合は事前に電話で相談し、

医療機関の指示に従って受診してください。

　都合により変更になることがありますので、最新の情

報は市ホームページをご確認ください。

診療時間　９：00 ～ 17：00　※お昼休みがあります。

（内）=内科（小）=小児科

問　市健康推進課　☎２１－２１８８

　５月 31 日は WHO（世界保健機関）が定めた「世界
禁煙デー」です。厚生労働省では毎年５月 31 日～６
月６日を「禁煙週間」と定めています。
　今一度、ご自身の禁煙習慣を振り返ってみませんか。

◆◆ 別府市の現状
別府市は県平均と比べると女性の喫煙率が高くなっ

ています。

５５月 3131 日は世界禁煙デー世界禁煙デー

（％）
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喫煙習慣のある人の該当者割合

別府市

県平均
11.111.1

33.133.1 34

8.4

出展　 R3 年度実施分：保険者協議会医療費・健診データ
分析事業（大分県保険者協議会）

◆◆ 喫煙の健康への影響
喫煙は高血圧と並んで日本人が命を落とす２大要因

の１つです。肺がんや咽頭がん、メタボリックシンド
ローム、歯周病、糖尿病、認知症との関連性も研究デー
タで公表されています。

また、受動喫煙はほかの人への肺がんなどにかかる
リスクにも影響があるとされています。特に女性の喫
煙は妊娠・出産への影響も大きくなります。

◆◆ 加熱式たばこ
加熱式たばこは、紙たばこと同様のニ

コチンの量が含まれているため、紙たば
こと同様に依存性は高いです。

禁煙外来を活用して上手に禁煙しましょう！
県ホームページ／禁煙外来（病院・診療所）▶
（令和４年７月１日公表）

問　市健康推進課　☎２１－２１８８

あなたの気持ちが、いのちの芽となります

献血にご協力ください（400ml）
問　市健康推進課　☎２１－２１８８

日 曜 場　所 時　間

６ 火 ゆめタウン別府 ９：30 ～ 12：00、13：45 ～ 16：00

８ 木 ＪＲ別府駅 10：00 ～ 11：30、13：00 ～ 16：00

14 水 別府市役所 ９：30 ～ 12：00、13：30 ～ 16：30

※都合により変更になることがあります。

相談会（要予約）

日時　５月８日（木）13：00 ～ 16：00
22 日（木）９：00 ～ 12：00

定員　各２人（先着順）
申込方法　前日までに電話で下記へ（匿名も可）。

場所・申問　 市健康推進課（市役所グランドフロア）　
☎２１－２１８８

電話相談（予約不要）
日時　 ５月 15 日（木）18：00 ～ 21：00
相談電話　メンタルケアスペース NECO

☎０７０－１０６８－２７６６
※１人 30 分程度。ほかの人が相談中の場合、
つながらないことがあります。

こころのこころの
相談相談
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健診センター

各施設の営業日であ
ればいつでも健診を
受診できます。

※乳がん検診は
　女性技師が対応

場所・予約・問合先 特記事項

大分県厚生連健康管理センター
（緑丘町）☎７５－６１５４

特定健診とがん検診をセットで申し込むと管理栄養士監修の
昼食が付きます。６月13日（金）までは2,000円～3,000円相当
の指定のオプション検査が無料で受けられます。

大分総合健診センター（ＯＨＣ）
（北石垣深町851番地）
☎０１２０－９４７－７３４

胃がん検診実施の人には選べる特典を進呈（食事券またはＭＲ

Ｉ検査優待券）※子宮頸
けい

がん検診は女性医師が担当の日あり。

別府市医師会地域保健センター
（西野口町）☎２３－２２７９

胃がん検診を実施した人に食事券を進呈。
※子宮頸がん検診は女性医師が担当の日あり。

　　　５月のの健診だより健診だより 詳細はお問い合わせを。市ホームページ▶

問　市健康推進課　☎２１－２１８８

健診の内容

受診は別府市に住
民票がある人に限
ります。
市が実施するがん
検診などは受診
方法を問わず年
度内１回のみです
（肝炎ウイルス検
診は一生に１回の
み）。
気になる症状があ
る人は直接専門医
を受診してくださ

い。

健診等の種類（料金） 対象（令和８年３月 31 日時点） 自己負担金免除

特定健診など（国民健康保険・
後期高齢者医療加入者は無料）

40 歳以上

次の①～④の人は自己負担金が免除されます。
※健診時に各種証明書を必ず持参。健診当日に
お持ちでない場合は免除になりません。

①70歳以上の人（今年度70歳になる人も含
む）：年齢が確認できるもの②生活保護受
給者（別府市に住民票がある人に限る）：
診療依頼証③住民票の世帯員全ての人に市
県民税がかかっていない世帯の人：所得・
税額証明書（市民税課または各出張所窓口
で発行した使用時点で最新のもの）または
介護保険料に関する納入通知書（「納入通
知書〔介護保険料額変更通知書〕兼特別徴
収額〔仮徴収〕変更通知書、特別徴収中止
通知書」または「納入通知書〔介護保険料
額変更通知書〕兼特別徴収開始通知書」使
用時点で最新のもの）④満65～69歳で特定
の障がいなどによる後期高齢者医療被保険
者：「後期高齢者医療被保険者証」または
「資格情報のお知らせ」

肺がん      　　　 （無料）

胃がん    　　 （2,000 円）

大腸がん　　　 （1,000 円）

肝炎ウイルス　　（1,000 円）

乳がん    　　 （1,000 円）

※   40 ～ 49 歳２方向撮影、　
50 歳以上１方向撮影

40 歳以上の女性

子宮頸がん　　 （1,000 円） 20 歳以上の女性

骨粗しょう症　　 （500 円）
40・45・50・55・60・
65・70・75・80・85・
90・95・100…歳の女性

前立腺がん     （1,000 円） 50 歳以上の男性

結核・肺がん

検診

※予約不要

 肺がん検診車で

検診ができない

障がいのある人は、

別府市医師会

地域保健センター

☎23-2279へ

お問い合わせを。

日程 時間 場所

16 日（金）

９：00 ～ ９：30 洋服の青山別府店（焼肉きんぐ 別府店） 駐車場（餅ケ浜町）

10：00 ～ 10：30 あけぼの保育園駐車場（南的ケ浜町）

13：30 ～ 14：00 荘園・南荘園公民館

14：30 ～ 15：00 藤吉乳腺クリニック駐車場（東荘園）

18 日（日） 12：30 ～ 13：00 内竈公民館

22 日（木）

９：30 ～ 10：30 海門寺公園（北浜２丁目）

11：00 ～ 11：30 実相寺（火売）

13：30 ～ 14：00 河野小児科医院駐車場（石垣西７丁目）

14：30 ～ 15：00 石垣神社（石垣西４丁目）

６月３日（火）

９：00 ～ ９：30 北鉄輪公民館

10：30 ～ 11：10 藤田駐車場（朝見１丁目１区）

14：00 ～ 14：30 マルショク餅ケ浜店駐車場

40歳～74歳の別府市国民健康保険加入者の皆様へ

特定健診を受診してQUOカードをもらおう！
対象　 別府市国民健康保険に加入している 40 歳～ 74 歳の

人のうち、令和７年５月～９月に特定健診を受診し

た人

内容　ＱＵＯカード 2,000 円分（抽選で 1,000 人）

※ 令和６年度に特定健診を受診した人、医療機関受診中で

検査結果を提出した人、事業主健診の結果を提出した人

は当選確率が２倍になります。

※申込不要。健診を受診すると自動的に対象になります。

 問 　市健康推進課　☎２１－２１８８

大分県後期高齢者医療加入者の皆様へ

健康診査を受診しましょう
対象者に健康診査受診券を５月下旬までに郵送します。
場所　指定医療機関　費用　年１回のみ無料
持ち物　 マイナ保険証または資格確認書（被保険者証）と　

受診券（オレンジ色のはがき）
※ 「ご長寿けんしん割」、「いざ、けんしん！キャンペーン」

も実施しています。
※ 詳細は県ホームページをご確認いただくか、
　下記へお問い合わせください。
 問 　大分県後期高齢者医療広域連合
　　☎０９７－５３４－１７７１

県ホームページ▶
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ゆ の ま ち の 健 康

場　所 日　程

芝居の湯 ５日（月・祝）、28 日（水）

海門寺温泉 　７日（水）、20 日（火）

不老泉
　９日（金）、12 日（月）
15 日（木）、21 日（水）

堀田温泉 10 日（土）、23 日（金）

湯都ピア浜脇 17 日（土）、22 日（木）

柴石温泉 18 日（日）

■　 ５月のシニア向け  　　
介護予防フットケア

　巻き爪や厚い爪などでお困りの人の

爪を切ります。タコ・ウオノメなど足

のトラブル相談も行います。

時間　10：00 ～ 17：00（清掃時間を除く）

料金　１回 40 分 3,000 円（初回のみ）

申込方法　電話で下記へ。

申問　介護予防フットケア　堀
　　　☎０８０－６４４５ー８２３５

■�　心の健康相談会

日時　５月 13日（火）15：30 ～

内容　 精神科医師による精神保健医療

福祉相談、認知症相談

※５月８日（木）までに要申込。

場所・申問　 東部保健所
　　　　　　☎６７－２５１１

■　市こども家庭課の相談会
　　☎２１－１１１７

育児相談 （予約不要）

日程　平日　９：00 ～ 16：30

場所　別府市保健センター

内容　 身長・体重測定、　　　　　　　

子育て・栄養相談など

持ち物　母子健康手帳

相談員　管理栄養士、保健師、助産師

こどもの発達相談会

場所　別府市保健センター

相談員　心理職、保健師など

申込方法　電話で上記へ申込み。

※日時はお問い合わせください。

■　健診結果 ・ 栄養相談会
日時　 ５月 26 日（月）～ 28 日（水）

　　　９：00 ～ 15：30

場所　別府市役所

対象　特定健診・

　　　後期高齢者健診受診者など

持ち物　健診結果

申込方法　電話で下記へ。

※ １人１時間程度。体組成測定・血管

年齢測定もできます。

申問　市健康推進課　☎２１－２１８８

■　オレンジカフェ別府

　物忘れが気になる人や介護している

家族の交流・相談の場です。

日時　５月 17 日（土）13：30 ～ 15：30

場所　野口ふれあい交流センター

　　　（野口元町）

費用　100 円

申込方法　 ５月 14 日（水）までに

　　　　　電話で下記へ。

申問　 市高齢者福祉課　☎２１－１４４２

■�　O
お は な

hana がんサロン
日時　５月 14 日（水）14：00 ～ 16：00

場所　 上田の湯町公民館１階

内容　がん患者、家族の交流

問　NPO 法人マックネットシステム

　　クーナフエゴ　☎７５－６０５３

■　自死遺族のつどい
日時　６月４日（水）14：00 ～ 15：45

　　　（受付 13：30 ～）

対象　大切な人を自死で亡くされたご遺族

内容　匿名で気持ちの分かち合い

申込方法　５月 28 日（水）までに

　　　　　電話で下記へ。

場 所・申問　大分県こころとからだの
相談支援センター（大分市大字玉沢）

　☎０９７－５４１－６２９０

５月の幼児の健診と相談　　　　　　　　申問　市こども家庭課（別府市保健センター内）　☎２１－１１１７

種　類 （対象月齢） 日　時 内　容 受付時間

１歳６か月児健康診査（令和５年 11 月生）23 日（金）問診・診察・歯科健診・フッ化物塗布☆・計測など 13：00 ～ 14：30

２歳６か月児歯科健診・相談（令和４年11月生）20 日（火）問診・歯科健診・フッ化物塗布☆・計測など 13：15 ～ 14：30

３歳５か月児健康診査（令和３年 12 月生） ９日（金）問診・診察・歯科健診・計測・尿検査・視覚検査など 13：00 ～ 14：30

健診場所　別府市保健センター　　受診方法　要予約。郵送で案内が届いてから予約して受診してください。
※対象月以前に生まれた人で健診を受けていない人も受診できます。
☆フッ化物塗布は希望者のみ。希望する人は水またはお茶をお持ちください。

リニューアル！リニューアル！

　大分県公式健康アプリ「あるとっくあるとっく」を活用しよう　
　「あるとっく」は、毎日の健康づくり活動（ウォー

キングや健診の受診）やイベントなどに参加すること

でポイントが貯まるアプリです。

　歩数集計や健康チェック機能で生活習慣などの記録

ができるほか、コラムや動画で健康づくりに役立つ情

報を得ることができるなど、機能も充実しています。

※旧アプリ（おおいた歩
あるとっく

得）は利用できません。

▶ダウンロード手順

① 「あるとっく」を下記コードからダウンロード

※ダウンロードは無料（通信料はかかります）

②画面上に表示される手順に沿って登録

※  iPhone と Android では初期設定の方法が異

なります。詳細は「あるとっく公式サイト」

をご覧ください▶

▶ダウンロード促進キャンペーン

　抽選で電子マネー 500 円相当プレゼント

　対象期間　４月１日（火）～６月 30 日（月）

※ 試験運用期間中の３月３日（月）～ 31 日（月）に登録済み

の人も対象になります。新たな手続は必要ありません。

▶アプリについての問合せ

　カラダライブコールセンター

　☎０５７０－０７７－１２２

　受付時間：平日９時～18時（土日祝日・年末年始は除く）

Android
(Google Play)

iPhone
(App store)

ウェルネスゆったりストレッチ教室（５月～令和８年３月開催分）募集中！ウェルネスゆったりストレッチ教室（５月～令和８年３月開催分）募集中！

教室に空きがあります。詳細は市健康推進課　（☎２１－２１８８）へ。

サービス名はサービス名は
「「大分県大分県」と」と
お伝えくださいお伝えください
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ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
申
込
み
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

受
講
申
請
書
を
送
信
。

申

問　

日
本
防
火
・
防
災
協
会

　

☎
０
３（
６
２
６
３
）９
９
０
３

　

FAX
０
３（
６
２
７
４
）６
９
７
７

◆
小
学
生
～
高
校
生
の
た
め
の
夏
休

み
海
外
研
修
交
流
事
業

日
程　

７
月
26
日
㈯
～
８
月
14
日
㈭

※
コ
ー
ス
に
よ
り
日
程
は
異
な
り
ま
す
。

研
修
先　

イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
ハ
ワ
イ
な
ど

対
象　

小
学
３
年
生
～
高
校
３
年
生

参
加
費　

30
万
円
～
80
万
円

※
説
明
会
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
実
施
し
ま
す
。

申
込
締
切　

６
月
５
日
㈭

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

申

問　

国
際
青
少
年
研
修
協
会

　

☎
０
３（
６
８
２
５
）３
１
３
０

◆
職
業
訓
練
７
月
受
講
生

募
集
期
間 

５
月
１
日
㈭
～
６
月
６
日
㈮

訓 

練
期
間　

７
月
８
日
㈫
～

　
　
　
　
　

令
和
８
年
１
月
30
日
㈮

コ 

ー
ス　

３
Ｄ
Ｃ
Ａ
Ｄ
活
用
科
（
ビ

ジ
ネ
ス
ス
キ
ル
講
習
付
き
）、
建

築
Ｃ
Ａ
Ｄ
・
リ
フ
ォ
ー
ム
技
術
科

（
ビ
ジ
ネ
ス
ス
キ
ル
講
習
付
き
）、

ビ
ル
管
理
技
術
科
（
ビ
ジ
ネ
ス
ス

キ
ル
講
習
付
き
）

場 

所
・
申

問 

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
大
分

　

☎
０
９
７（
５
２
９
）８
６
１
５

◆
長
崎
へ
平
和
の
取
材「
親
子
記
者
」

　

長
崎
で
原
爆
の
被
害
や
平
和
の
大
切

さ
を
学
び
、
新
聞
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
程　

８
月
８
日
㈮
～
11
日
㈪
㈷

対
象　

市
内
在
住
の
小
学
生
（
４
年

　
　

生
以
上
）
と
そ
の
保
護
者

定
員　

９
組
18
人

　
　
　

（
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

※
長
崎
市
ま
で
の
交
通
費
、
宿
泊
代

を
支
給
。

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

申
込
期
限　

５
月
12
日
㈪
※
当
日
必
着

申

問　

日
本
非
核
宣
言
自
治
体
協

議
会
事
務
局

　

☎
０
９
５（
８
４
４
）９
９
２
３

　

info@nucfreejapan.com

◆
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
隊
員
と
リ
ー
ダ
ー

日
程　

主
に
日
曜
日
の
午
前
中

　
　
　

（
見
学
・
体
験
随
時
）

場
所　

南
立
石
公
園
ほ
か
市
内
各
所

対
象
学
年　

小
学
校
１
年
生
～
成
人

　

（
男
・
女
、未
就
学
児
も
仮
入
隊
可
）

※ 

詳
細
は
下
記
コ
ー
ド

ま
た
は
シ
ョ
ー
ト

メ
ー
ル
で
左
記
へ
。

申

問　

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
別
府
第
９
団

　

☎
０
９
０（
３
４
１
５
）０
７
６
１

◆
留
学
生
が
教
え
る
語
学
教
室

日
程　

５
月
12
日
の
週
～
７
月
ま
で

　
　
　

（
週
１
回
80
分
、
全
10
回
）

場
所　

 

Ａ
Ｐ
Ｕ　

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｚ
Ａ
２
階

（
京
町
11
番
８
号
）

内
容　

英
語
入
門
㈫
・
初
中
級
㈬

　
　
　

中
国
語
㈭

　
　
　

韓
国
語
入
門
㈯
・
初
中
級
㈮

料
金　

各
教
室
１
万
円
（
10
回
分
）

※
先
着
順

※
申
込
方
法
な
ど

　

詳
細
は
こ
ち
ら
▼

問　

 

大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
お
お
い
た

　
　

☎
０
９
７（
５
７
８
）７
４
０
０

◆ 

和
太
鼓
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か

活
動
日　

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日

　
　
　
　

19
時
～
20
時

会
費　

毎
月
千
円

申

問　

豊
後
く
れ
な
い
太
鼓　

三
浦

　

☎
０
９
０（
４
９
８
４
）０
５
４
０

募　
　

集

※「募集」「催物」「相談」は、特に記載がある場合を除き予約不要・参加無料です。市報べっぷ19 2025.5
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【広告】 【広告】

催　
　

物

◆
演
劇
公
演 

劇
団
民
藝
「
ロ
ー
ズ
の

ジ
レ
ン
マ
」 

作
ニ
ー
ル
・
サ
イ
モ
ン

出
演 
樫
山
文
枝
、
篠
田
三
郎
他

日
時　

６
月
２
日
㈪

　
　
　

開
場
18
時　

開
演
18
時
30
分

場
所　

ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ

　
　
　

フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ア
ホ
ー
ル

会
費　

入
会
金
・
月
会
費
各
２
千
500
円

※
大
学
生
以
下
は
、
各
千
300
円

※
詳
細
は
こ
ち
ら
▼

問　

別
府
市
民
劇
場

　
　

☎
（21）
６
６
０
８

◆
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
ピ
ア
ノ
を
弾
き

ま
せ
ん
か

日
時　

５
月
24
日
㈯
～
26
日
㈪

　
　
　

10
時
～
17
時

場
所　

ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ　

　
　
　

フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ア
ホ
ー
ル

費
用　

１
時
間
２
千
円

申
込
受
付　

５
月
１
日
㈭　

９
時
～

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

申

問　

ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ 

　
　
　

☎
（26）
７
１
１
１

◆
茶
道
裏
千
家
松
風
会 

月
釜
茶
会

日
時　

６
月
１
日
㈰　

10
時
～
14
時

場
所　

社
会
福
祉
会
館
（
上
田
の
湯
町
）

費
用　

千
円
（
お
菓
子
、
抹
茶
）

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

問　

長
野 

　

☎
０
９
０（
５
４
８
７
）３
０
８
９

◆ 

別
府
さ
つ
き
愛
好
会
花
季
展
示
会

日
時　

５
月
23
日
㈮
～
25
日
㈰

　

９
時
～
17
時
（
最
終
日
は
14
時
ま
で
）

場
所　

別
府
国
際
観
光
港
旧
フ
ェ
リ
ー

さ
ん
ふ
ら
わ
あ
待
合
室
（
汐
見
町
）

※ 

５
月
23
日
㈮
13
時
か
ら
先
着
30
人

に
苗
木
の
無
償
配
布
を
行
い
ま
す
。

※
別
府
さ
つ
き
愛
好
会
の
会
員
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

問　

別
府
さ
つ
き
愛
好
会

　
　

☎
（67）
３
９
８
８

◆
泉
都
ウ
ォ
ー
ク
の
ば
そ
う
健
康
寿
命

　

浜
脇
ト
ン
ネ
ル
コ
ー
ス

日
時　

５
月
17
日
㈯
、
25
日
㈰

　
　
　

各
日
９
時
受
付

場
所　

別
府
公
園
北
門
付
近

参
加
費　

400
円
（
保
険
料
込
）

問　

別
府
湾
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
協
会 
古
荘

　

☎
０
７
０（
５
４
６
１
）１
１
４
８

◆
猫
の
譲
渡
会
に
ゃ
っ
ち
ん
ぐ　
　

　

in
別
府vol.

10

日
時　

５
月
10
日
㈯ 

　
　
　

10
時
30
分
～
15
時

場 

所　

 

別
府
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ

ン
タ
ー
（
上
野
口
町
）

内
容　

保
護
猫
の
新
し
い
家
族
を
探

　
　
　

す
イ
ベ
ン
ト

※ 

屋
内
の
た
め
雨
天
で
も
開
催
し
ま
す
。

※
当
日
に
猫
を
連
れ
て
帰
る
こ
と
は

　

で
き
ま
せ
ん
。

問　

㈲
谷
口
紙
業　

☎
（24）
２
８
３
０

◆
ペ
タ
ン
ク
体
験
会
（
要
申
込
）

日
時　

５
月
７
日
㈬
、
６
月
４
日
㈬
、

　
　

７
月
２
日
㈬

　
　
　

各
回
９
時
30
分
～
11
時

場
所　

市
営
野
口
原
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

※
毎
週
㈬
㈯
に
練
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。

申 

問　

別
府
市
ペ
タ
ン
ク
協
会　

坂
本

　

☎
０
８
０（
１
７
５
８
）１
２
６
９

◆
野
菜
マ
ル
シ
ェ

　

新
鮮
な
大
分
県
産
野
菜
を
販
売
し

ま
す
。
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
！

日
時
・
場
所

①
５
月
毎
週
㈯ 

９
時
～
浜
脇
公
共
広
場

②
５
月
４
日
㈰ 

９
時
～
亀
陽
泉
休
憩
室

③
５
月
18
日
㈰ 

９
時
～
不
老
泉
休
憩
室

問　

塩
見

　

☎
０
９
０（
２
５
０
８
）４
１
０
０

相　
　

談

◆
市
民
の
た
め
の
身
近
な
終
活
相
談

日
時　

５
月
15
日
㈭　

13
時
～
16
時

場
所　

別
府
市
成
年
後
見
支
援
セ
ン

　
　
　

タ
ー
（
上
田
の
湯
町
）

内 

容　

相
続
、
遺
言
、
生
前
整
理
、
死

後
事
務
委
任
、
任
意
後
見
契
約
な
ど

対
象　

65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
で
相

続
対
象
と
な
る
親
族
の
い
な
い
人
、
ま

た
は
親
族
と
疎
遠
な
状
況
に
あ
る
人

※
要
予
約
。
１
人
50
分
程
度
。

※
予
約
は
電
話
で
左
記
へ
。

申

問　

別
府
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　

☎
（73）
６
０
７
０

◆
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
お
お
い
た
相
談
会

日
時
・
場
所

◎ 

出
張
相
談
会　

５
月
15
日
㈭

　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
別
府
（
青
山
町
）

◎ 

就
職
相
談　

平
日

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

　

別
府
商
工
会
議
所
（
中
央
町
）

内 

容　

就
職
に
関
し
て
の
不
安
や
悩
み
な

ど
の
相
談
、
書
類
添
削
、
面
接
練
習
な
ど

対 

象　

概
お
お
む

ね
49
歳
以
下
の
若
年
者

（
学
生
含
む
）
と
そ
の
家
族

申 

問　

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
お
お
い
た
別

府
サ
テ
ラ
イ
ト　

☎
（27）
５
９
８
８

※
予
約
者
優
先
で
す
。

◆
労
働
相
談
（
労
働
者
、事
業
主
対
象
）

日
時　

５
月
14
日
㈬　

13
時
～
16
時

場
所　

市
役
所
４
階 

４
Ｆ
ー
２
会
議
室

内 

容　

採
用
、
退
職
、
解
雇
、
個
別

労
働
紛
争
な
ど

相
談
員　

左
記
会
員

問　

大
分
県
社
会
保
険
労
務
士
会

　
　

☎
０
９
７
８（
６
３
）２
０
０
１

◆
行
政
相
談

日
時　

 

５
月
21
日
㈬　

10
時
～
12
時 

場
所　

別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン

タ
ー
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

内 

容　

行
政
に
対
す
る
苦
情
や
要
望
な
ど

相
談
員　

行
政
相
談
委
員

問　

総
務
省
大
分
行
政
監
視
行
政
相

　
　

談
セ
ン
タ
ー（
き
く
み
み
大
分
）

　
　

☎
０
９
７（
５
３
２
）３
７
１
５

市報べっぷ 202025.5
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「
相
談
」の
つ
づ
き

◆
不
動
産
相
談
（
要
予
約
）

日
時
・
場
所　

①
５
月
８
日
㈭　

13
時
～
16
時

　

別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　

あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

②
５
月
15
日
㈭　

９
時
30
分
～
12
時

　

大
分
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

　

別
府
支
部（
中
央
町
８
番
24
号
）

※ 

受
付
①
15
時
30
分
ま
で

　
　
　

②
11
時
30
分
ま
で

内
容　

宅
地
建
物
取
引
な
ど

相
談
員　

左
記
会
員

申

問　

大
分
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

　
　
　

別
府
支
部　

☎
（21）
８
５
７
８

　
　
　

（
９
時
～
15
時
・
不
定
休
）

◆
人
権
困
り
ご
と
相
談
所（
予
約
不
要
）

日
時　

６
月
２
日
㈪　

10
時
～
15
時

場
所　

市
役
所
１
階

　
　
　

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ホ
ー
ル

内 

容　

差
別
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受

け
た
な
ど
の
人
権
問
題
に
つ
い
て

困
っ
て
い
る
こ
と

相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

問　

大
分
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
９
７（
５
３
２
）３
１
６
１

相
談
専
用
電
話

◎
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

◎
こ
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

◎
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

◆
行
政
書
士
会
別
府
支
部
主
催
の
相
談
会

日
時　

５
月
28
日
㈬　

10
時
～
12
時

場
所　

別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン

タ
ー
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

内
容　

遺
言
書
・
遺
産
分
割
協
議
書

作
成
な
ど
の
相
続
関
係
、
任
意
後

見
契
約
・
借
地
借
家
な
ど
の
契
約

書
関
係
の
相
談

※
１
組
30
分
程
度
で
お
願
い
し
ま
す
。

※
混
み
合
う
場
合
は
お
待
ち
い
た
だ

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
予
約
不
要
）

問　

大
分
県
行
政
書
士
会
別
府
支
部

　

☎
０
９
０（
５
０
８
３
）６
０
５
６

◆
大
分
県
行
政
書
士
会
に
よ
る
相
談
会

日
時　

５
月
21
日
㈬

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所　

J:COM

ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分

　
　
　

405
会
議
室（
大
分
市
金
池
南
）

内 

容　

 

遺
言
、
遺
産
相
続
、
契
約
書
・

内
容
証
明
作
成
、法
人
設
立
、

不
動
産
関
連
の
行
政
手
続
、

建
設
業
等
許
認
可
申
請
、
自

動
車
登
録
、
そ
の
他
生
活
の

困
り
事
な
ど
（
要
予
約
）

申 

問　

大
分
県
行
政
書
士
会
事
務
局

　

☎
０
９
７（
５
３
７
）７
０
８
９

◆
公
証
人
に
よ
る
相
談
会（
要
予
約
）

日
時　

５
月
７
日
㈬　

９
時
～
12
時

　

６
月
４
日
㈬ 

９
時
30
分
～
11
時
30
分

場
所　

別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン

タ
ー
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

内
容　

公
正
証
書
作
成
な
ど（
遺
言
、

離
婚
、
任
意
後
見
、
家
族
信
託
、

そ
の
他
契
約
一
般
）

※
先
着
順
、
定
員
に
な
り
次
第
締
切

※ 

大
分
公
証
人
合
同
役
場
で
は
い
つ

で
も
無
料
で
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
（
要
予
約
）。

申

問　

大
分
公
証
人
合
同
役
場

　

☎
０
９
７（
５
３
５
）０
８
８
８

◆
司
法
書
士
青
年
の
会
に
よ
る
身
近
な

　

法
律
相
談
（
要
予
約
・
１
組
30
分
以
内
）

日
時　

５
月
13
日
㈫
・
６
月
３
日
㈫ 

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時

場
所　

別
府
市
男
女
共
同
参
画
セ
ン

タ
ー
あ
す
・
べ
っ
ぷ
（
野
口
原
）

内 

容　

不
動
産
・
会
社
の
登
記
、
相

続
、
遺
言
、
成
年
後
見
、
借
金
問

題
、
少
額
裁
判
な
ど

※
予
約
は
前
日
17
時
ま
で
に
左
記
へ
。

申

問　

大
分
県
司
法
書
士
青
年
の
会

　

☎
０
９
７（
５
３
２
）７
０
５
５

◆
サ
ポ
ス
テ
出
張
相
談（
要
予
約
）

日
時　

①
５
月
１
日
㈭ 

11
時
～
16
時

　
　
　

②
５
月
15
日
㈭ 

11
時
～
16
時

場
所　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
別
府
（
青
山
町
）

内
容　

 

就
職
に
つ
い
て
の
様
々
な
悩

み
を
専
門
相
談
員
が
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ

対
象　

15
歳
～
49
歳
ま
で
の
仕
事
を

し
て
い
な
い
人（
学
生
は
除
く
）

申

問　

お
お
い
た
地
域
若
者

　
　

サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン　
　

　
　

☎
０
９
７（
５
３
３
）２
６
２
２

◆
税
務
職
員
採
用
試
験

　

人
事
院
と
熊
本
国
税
局
で
は
、
税
務

職
員
採
用
試
験
（
高
校
卒
業
程
度
）
の

受
験
者
を
募
集
し
ま
す
。
受
験
資
格
な

ど
の
詳
細
は
、
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ

Ｉ
）
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
次
の
①
ま

た
は
②
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

６
月
13
日
㈮
～
25
日
㈬

問　

①
人
事
院
九
州
事
務
局

　
　

☎
０
９
２（
４
３
１
）７
７
３
３

　
　

②
熊
本
国
税
局
人
事
第
二
課

　
　
　

試
験
研
修
係

　
　

☎
０
９
６（
３
５
４
）６
１
７
１

◆
大
分
県
警
察
官
・
警
察
事
務
職
員

採
用
試
験

　

警
察
官
（
大
学
卒
程
度
）
と
警
察
事

務
採
用
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。「
一
緒
に

守
ろ
う
。
仲
間
に
な
ろ
う
。
」
を
合
言
葉

に
警
察
官
を
目
指
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

※
詳
細
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
を
。

問　

別
府
警
察
署　

☎
（21）
２
１
３
１

◆
ご
存
知
で
す
か
？
検
察
審
査
会

　

検
察
審
査
会
は
、
犯
罪
の
被
害
者
な

ど
か
ら
検
察
官
の
不
起
訴
処
分
を
不
服

と
し
て
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
に
、
選

挙
権
を
有
す
る
国
民
の
中
か
ら
選
ば
れ

た
11
人
の
検
察
審
査
員
が
そ
の
不
起
訴

処
分
を
審
査
し
ま
す
。
検
察
審
査
員
に

選
ば
れ
た
と
き
は
、
国
民
の
代
表
と
し

て
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

大
分
検
察
審
査
会
事
務
局

　
　

（
大
分
地
方
裁
判
所
内
）

　

☎
０
９
７（
５
３
２
）７
１
６
１

観
覧
料　

（
中
学
生
以
下
）
無
料

　

（
高
校
生
・
大
学
生
・
一
般
）
210
円

※
障
害
者
手
帳
を
所
持
す
る
人
及
び

介
護
者
１
人
免
除

開
館
時
間　

10
時
～
17
時

※
入
館
は
16
時
30
分
ま
で
。

休
館
日　

月
曜
日

　

（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌
日
休
館
）

◆
展
覧
会

◎
第
17
回
な
ご
み
の
会
水
彩
画
展

日
程　

５
月
13
日
㈫
～
18
日
㈰

※
初
日
は
13
時
か
ら
。

　

最
終
日
は
15
時
30
分
ま
で
。

◎
別
府
市
美
術
館
新
収
蔵
品
展

日
程　

５
月
24
日
㈯
～
６
月
15
日
㈰

 

園
芸
教
室

日
時　

５
月
16
日
㈮　

13
時
30
分
～

演 

題　

ツ
ツ
ジ
・
ア
ジ
サ
イ
の
剪せ

ん

定

　
　

と
殖
や
し
方

講
師　

吉
野
賢
一
さ
ん

申
込　

５
月
１
日
㈭
か
ら
受
付
。（
先
着

20
人
）電
話
で
右
記
へ
お
申
し
込
み
を
。

※
相
談
日
は
㈪
㈬
㈮
の
10
時
～
16
時

そ  

の  

他

別
府
市
美
術
館

　
　
　
　
　

 

☎
(75)
８
７
１
０

市報べっぷ21 2025.5
別府署管内の交通事故件数別府署管内の交通事故件数 [人身事故 ][ 人身事故 ]

ゆずりあいゆずりあい　　湯の町別府の湯の町別府の　　合言葉合言葉

令和７年３月末現在
令和７年（速報値） 令和６年

３月 累計 ３月 累計（３月まで）

件数・死亡者数・負傷者数 9・0・13 35・1・43 18・0・23 41・1・49

み
ど
り
の
相
談
所

　
　
　
　
　
　

☎
(24)
１
６
４
３



◆
令
和
７
年
度
受
講
生
募
集
中

　

詳
細
は
市
報
４
月
号
の
主
催
講
座

受
講
生
募
集
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
視
聴
覚
室
を
貸
し
出
し
て
い
ま
す

　

ス
テ
ー
ジ
付
き
で
200
人
収
容
可
能
。

ピ
ア
ノ
は
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
の
グ
ラ

ン
ド
ピ
ア
ノ
。
発
表
会
、
集
会
に
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
子
育
て
応
援
講
座
及
び

　

第
１
回
み
ん
な
で
べ
っ
ぷ
子
育
て

Ｌ
ａ
ｂ
о
開
講
式

日
時　

５
月
16
日
㈮　

10
時
～
12
時
15
分

場
所　

中
央
公
民
館

　
　
　

１
階　

講
座
室

内
容　

が
ん
ば
る
パ
パ
＆
マ
マ
に

　

「
自
分
ら
し
い
子
育
て
の
見
つ
け
方
」

講 

師　

モ
ン
テ
ッ
ソ
ー
リ
講
師

　
　
　

共
育
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ

　
　
　

吉
田
由
花
さ
ん

※ 

要
申
込
。
左
記
ま
た
は

　

下
記
へ
。

※ 

託
児
あ
り（
定
員
10
人
）。

　

託
児
を
希
望
す
る
人
は
申
込
み
の

際
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

申

問　

社
会
教
育
課
☎

（21）
１
５
８
７

　
　

lle-be@city.beppu.lg.jp

市立図書館からのお知らせ

サ
ザ
ン
ク
ロ
ス

　
　
　
　

 

☎
(25)
３
３
９
６

第３日曜休館日

市
社
会
教
育
課
主
催
講
座

　
　
　
　
　

  

☎
（21）
１
５
８
７

市報べっぷ 222025.5

※１　取手記念ＧⅢ　※２　玉野ＦⅠ　※３　四日市ＦⅠ

※休館日…５月７日（水）・12日（月）・19日（月）・26日（月）・６月２日（月）

申・問　☎２３－２４５３

★おはなしの会　場所 ４階サザンクロス 
★キッズの部

日時　５月 10 日（土）　　　14 時～（40 分程度） 

内容　絵本・紙芝居の読み聞かせなど

★ベビーの部

日時　５月 14 日（水）　11 時～（20 分程度）

内容　絵本の読み聞かせ、わらべうたなど

※おはなしの会は予約制になります。予約は

前月のおはなしの会終了後から図書館カウン

ター、電話で受け付けています。

移動図書館巡回日程 [５月 ]

日　 
時間 ※印以外は 14 時 20 分 15 時 10 分 16 時

７(水 ) 旧市役所朝日出張所 セブンイレブン別府北中店 馬 場 町 公 民 館

８(木 ) ※ ① 南 須 賀 保 育 園 西 別 府 団 地 Ａ 棟 前 トキハインダストリー鶴見園店

９(金 ) や ま な み 保 育 園 福 寿 園 扇 山 町 公 民 館

13( 火 ) 東山幼・小・中学校（12 時 45 分）、山の口公民館（14 時 10 分）

14( 水 ) ひ め や ま 幼 稚 園 亀 川 小 学 校 ファミリーマート JR 亀川駅前店

15( 木 ) ローソン別府内竈店 中 須 賀 公 民 館 石垣東７丁目そうちこビル前

16( 金 )
※②市役所本庁中庭
ナーサリープーアプー

ドラッグストアモリ鶴見店 セブンイレブン別府荘園店

21( 水 ) 関 の 江 新 町 公 園 内 ローソン別府上人仲町店 セブンイレブン別府石垣西３丁目店

22( 木 ) ※ ① ほ っ ぺ パ ー ク マルミヤストア大畑店 県営扇山東住宅駐車場

23( 金 ) 餅 ヶ 浜 保 育 園 愛 の 里 サ ン ヴ ィ ラ 栄 光 園

※① 10 時 20 分　※② 12 時 30 分

24( 土 )
10 時 50 分 13 時 30 分 14 時 30 分

マックスバリュ別府上原店 コープおおいたコープ別府店 別府山の手ライフガーデン

★雑誌・レシートスポンサー募集中　　

　詳細は市ホームページを確認または市立図書館にお問い合わせください。

★春のスペシャルおはなし会
日時　５月 24 日（土）受付：13 時 30 分～

　　　14 時～（30 分程度）

場所　４階　サザンクロス

内容　大分県の伝説や昔話に関するお話

定員　20 人程度

対象　小学生低学年～

募集期間　５月８日（木）～定員に達するまで

申込方法　図書館カウンターまたは電話で申込み。

Faceべっぷ・別府市公式LINEでイベントや特設
コーナーなどの図書館情報を配信しています！

◆
湯
の
ま
ち
学
び
の
カ
レ
ッ
ジ

場
所　

各
地
区
公
民
館
な
ど

申
込
方
法　

各
公
民
館
に
電
話
で

　

申
込
み
ま
た
は
下
記

　

コ
ー
ド
か
ら
申
込
み
▼

※
各
講
座
は
２
時
間
程
度

◎
中
央
公
民
館　

☎
（22）
４
１
１
８

日
時　

５
月
15
日
㈭　

13
時
30
分
～

内
容　

こ
こ
が
お
も
し
ろ
い
！

　

大
分
合
同
新
聞
の

　

〝
読
み
方
″

講
師　

　

大
分
合
同
新
聞
社

　

友
永
敬
介
さ
ん

◎
北
部
地
区
公
民
館　

☎
（67）
８
３
０
０

日
時　

５
月
24
日
㈯　

13
時
30
分
～

内
容　

知
っ
て
得
す
る
！
資
産
運
用

講
師　

Ｊ
ー
Ｆ
Ｌ
Ｅ
Ｃ
講
師

  

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー

　

下
郡
惠
美
子
さ
ん

◎
南
部
地
区
公
民
館　

☎
（21）
３
４
０
１

日
時　

５
月
21
日
㈬　

13
時
30
分
～

内
容　

笑
っ
て
健
康　

南
部
寄
席

講
師　

盲
目
の
噺

は
な
し

屋
ザ
ト
ー

　
　
　

衛
藤
宏
章
さ
ん

◎
朝
日
大
平
山
地
区
公
民
館

　

☎
（66）
１
１
５
０

日 

時　

５
月
６
日
㈫
㉁　

　
　
　

13
時
30
分
～

内 

容　

終
活
を
考
え
る

講 

師　

霊
鷲
山
大
法
輪
寺

　
　
　

住
職　

田
口
学
法
さ
ん

日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

本
場

第19回FⅡスピ
チャン・スカ
パー杯＆ニッカ
ン・コム杯♥

第４回後節FⅡ
モーニング
韓国苑カップ

場
外
デ
イ

日本選手権ＧⅠ
（名古屋）

西武園ＦⅠ 和歌山ＦⅠ
in岸和田

広島ＦⅠ
in玉野

宇都宮記念ＧⅢ 大垣ＦⅠ
全プロ
（青森）

弥彦ＦⅠ
※
１

福井ＦⅠ 高松ＦⅠ 福井ＦⅠ 岸和田ＦⅠ 高松ＦⅠ 防府ＦⅠ 高松ＦⅠ

場
外

ナ
イ
タ
ー

※
２ 函館ＦⅠ 武雄ＦⅠ 平塚記念ＧⅢ

岐阜ＦⅠ 松山ＦⅠ
in玉野

弥彦
ＦⅠ

奈良ＦⅠ 伊東温泉ＦⅠ ※

３川崎ＦⅠ 京王閣ＦⅠ 豊橋ＦⅠ

場外ナイター場外デイ５月の別府けいりん 本場モーニング　

ま ち の 掲 示 板



『毎月第３日曜日は家庭の日』
別府市・別府市青少年問題協議会・別府市教育委員会・別府市青少年育成市民会議市報べっぷ23 2025.5

子 育 て ひ ろ ば

５
月
５
月
の
主
な
行
事

の
主
な
行
事

　
　
　
　
　
　
　
　

（
◆
は
要
申
込
）

※ 

材
料
費
な
ど
実
費
が
か
か
る
行

事
も
あ
り
ま
す
。

◆
筋
膜
リ
リ
ー
ス　

９
日
㈮

◆
お
ひ
さ
ま
ヨ
ガ　

13
日
㈫

◆
親
子
de
バ
レ
エ
ク
ラ
ス　

14
日
㈬

◆
親
子
で
タ
ッ
チ
ケ
ア　

15
日
㈭

◆
あ
つ
ま
れ
！
わ
ら
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｙ
♡♡
・

　

保
健
師
さ
ん
と
話
そ
う　

16
日
㈮

◇
こ
ろ
こ
ろ
ど
ん
ぐ
り
の
会　

21
日
㈬

◆
わ
ら
べ
だ
ョ
！
全
員
集
合　

23
日
㈮

◇ 

パ
ペ
ッ
ト
キ
ッ
ズ
と
わ
ら
べ
う
た

で
遊
ぼ
う　

28
日
㈬

◆
多
胎
児
サ
ー
ク
ル「
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
」

　

９
日
㈮

◆
０
歳
サ
ー
ク
ル
「
ほ
っ
ぺ
」

　

15
日
㈭

◇
パ
ペ
ッ
ト
キ
ッ
ズ　

20
日
㈫

◆
Ｙ
Ｏ
Ｇ
Ａ
教
室　

21
日
㈬

◆
１
歳
以
上
サ
ー
ク
ル
「
た
っ
ち
」

　

22
日
㈭

◆
音
脳
リ
ズ
ム
マ
ッ
サ
ー
ジ　

27
日
㈫

◆
誕
生
会　

９
日
㈮　

10
時

◆ 

０
・
１
歳
サ
ー
ク
ル

　

12
日
㈪　

10
時

◇ 

園
庭
開
放　

13
日
㈫
、
27
日
㈫　

10
時

◆
ゆ
る
マ
マ
ヨ
ガ

　

14
日
㈬　

10
時
30
分

◆
父
の
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
作
り

　

17
日
㈯　

10
時

◆
親
子
ふ
れ
あ
い
タ
ッ
チ
ケ
ア

　

19
日
㈪　

10
時
30
分

◆
保
育
園
開
放　

20
日
㈫　

９
時
30
分

◆
元
気
も
り
も
り「
す
く
す
く
体
操
」

　

室
内
あ
そ
び
（
０
、１
歳
）　

13
日
㈫

　

室
内
あ
そ
び
（
２
、３
歳
）　

27
日
㈫

◆
ワ
ク
ワ
ク
に
こ
に
こ
お
は
な
し
会

　

20
日
㈫

※
全
て
10
時
か
ら
。
一
時
預
か
り
を

希
望
す
る
人
は
電
話
で
右
記
へ
。

◆
マ
マ
ク
ッ
キ
ン
グ　

10
日
㈯

◆
ベ
ビ
ー
リ
ト
ミ
ッ
ク　

13
日
㈫

◆
育
児
相
談
会　

16
日
㈮

◆
よ
う
こ
そ
お
は
な
し
の
世
界
へ　

　

19
日
㈪

◆
マ
マ
の
た
め
の
ヨ
ガ
講
座

　

20
日
㈫

◆
産
後
ゆ
る
ト
レ
講
座　

22
日
㈭

◆
リ
ズ
ム
マ
ッ
サ
ー
ジ　

26
日
㈪

◇ 

ふ
わ
ふ
わ
サ
ー
ク
ル
（
０
歳
）　

12
日
㈪

◇
栄
養
士
さ
ん
と
話
そ
う　

12
日
㈪

◇
き
ら
き
ら
サ
ー
ク
ル
（
１
歳
～
）

　

14
日
㈬

◇
保
健
師
さ
ん
と
話
そ
う　

14
日
㈬

◇ 

親
子
リ
ト
ミ
ッ
ク　

15
日
㈭

◇ 

手
形
足
形
ア
ー
ト
で
カ
レ
ン
ダ
ー

作
り　

16
日
㈮
、
17
日
㈯
、
19
日
㈪

◆ 

音
脳
リ
ズ
ム
マ
ッ
サ
ー
ジ
＆

　

ベ
ビ
ー
リ
ト
ミ
ッ
ク　

20
日
㈫

◇ 

パ
ペ
ッ
ト
キ
ッ
ズ　

22
日
㈭

◆
マ
マ
の
た
め
の
ヨ
ガ
講
座　

28
日
㈬

◆ 

３
セ
ン
タ
ー
合
同
散
策
「
こ
の
ゆ

び
と
ま
れ
」　

８
日
㈭

◇
書
き
方
教
室　

11
日
㈰

◇
折
り
紙
で
遊
ぼ
う　

17
日
㈯

◇
わ
く
わ
く
北
部　

18
日
㈰

◇
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
を
し
よ
う　

25
日
㈰

◆ 

元
気
ア
ッ
プ
体
操　

１
日
㈭
、　

８
日
㈭
、
15
日
㈭
、
６
月
５
日
㈭

◇ 

ま
ち
の
な
ん
で
も
相
談
室　
　
　

１
日
㈭
、
８
日
㈭
、
15
日
㈭
、　

22
日
㈭
、
29
日
㈭
、
６
月
５
日
㈭

◆ 
ヨ
ガ
教
室　

６
日
㈫
㉁
、
13
日
㈫
、

　

20
日
㈫
、
27
日
㈫
、
６
月
３
日
㈫

◇
絵
画
教
室　

10
日
㈯

◇
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
教
室　

17
日
㈯

別
府
市
サ
イ
ト

（
毎
月

更
新
）
で
は
市
報
に
掲

載
し
き
れ
な
い
催
し
な

ど
も
掲
載
中
▼

◆
ち
ょ
い
ボ
ラ
養
成
講
座　

20
日
㈫

◆ 

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座　

20
日
㈫

◇
こ
ろ
こ
ろ
ど
ん
ぐ
り
の
会

　

21
日
㈬
、
６
月
４
日
㈬

◆
大
人
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

　

30
日
㈮

◇
わ
く
わ
く
南
部　

31
日
㈯

◇ 

多
世
代
で
遊
ぼ
う　

３
日
㈯
㈷

◇
ほ
っ
ぺ
で
エ
ン
ジ
ョ
イ　

４
日
㈰
㈷

◇
３
Ｂ
体
操　

10
日
㈯

◇
割
り
箸
で
お
絵
描
き　

17
日
㈯

◇
カ
レ
ン
ダ
ー
作
り　

25
日
㈰

乳
幼
児
親
子
対
象
行
事（
10
時
30
分
）

◆ 

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ　

２
日
㈮
、

　

９
日
㈮
、
23
日
㈮
、
30
日
㈮

◆
ぽ
こ
あ
ぽ
こ　

８
日
㈭

◆
に
じ
の
会　

14
日
㈬

◆ 

お
母
さ
ん
の
た
め
の

　

癒
し
の
マ
ッ
サ
ー
ジ　

16
日
㈮

◆
ち
ち
ん
ぷ
い
ぷ
い
お
母
さ
ん
の
会

　

21
日
㈬

◆
お
や
こ
カ
フ
ェ　

22
日
㈭

◆ 

す
く
す
く
リ
サ
イ
ク
ル
交
換
会　

＆
助
産
師
さ
ん
交
流
会　

26
日
㈪

小
学
生
対
象
行
事
（
13
時
30
分
）

◆ 

ち
ち
ん
ぷ
い
ぷ
い
子
ど
も
の
会　

10
日
㈯

Ｎ
Ｐ
（
ノ
ー
バ
デ
ィ
ズ
パ
ー
フ
ェ

ク
ト
）
講
座
「
全
５
回
」

日 
程　

５
月
28
日
㈬
、
６
月
４
日

㈬
、
12
日
㈭
、
19
日
㈭
、
26
日
㈭

※ 

５
月
15
日
㈭
ま
で
に
わ
ら
べ
へ
申

込
み
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

乳
幼
児
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

栄
光
園
（
南
荘
園
町
）
☎

（21）
８
０
８
５

親
子
対
象
（
３
歳
未
満
）

◇
ち
び
っ
こ
広
場
・
育
児
相
談

　

 

毎
週
㈬
10
時
～
12
時

◇ 

親
子
ふ
れ
あ
い
遊
び　

毎
月
第
２

㈬
10
時
30
分
～
11
時
10
分

妊
婦
さ
ん
と
家
族
対
象

◆
プ
レ
マ
マ
・
プ
レ
パ
パ
教
室

　

※
前
月
15
日
ま
で
に
電
話
で
予
約

　

毎
月
第
２
㈯
・
第
３
㈰
10
時
～
12
時

対
象　

未
就
学
児
（
保
護
者
同
伴
）

※
子
育
て
相
談
を
随
時
受
付
中

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

対
象　

18
歳
未
満
の
全
て
の
子
ど
も

　

（
未
就
学
児
は
保
護
者
同
伴
）

※
年
度
毎
に
登
録
届
の
提
出
が
必
要

児　

童　

館

児　

童　

館

　
　

ど
れ
み

☎
(66)
８
１
８
１　

㈰
・
㈷
休
館

（
す
き
っ
ぷ
パ
ー
ク
）

　
　

に
じ
の
ひ
ろ
ば

☎
(23)
３
８
０
１　

㈰
・
㈷
休
館

（
光
町
15
の
15
）

　
　

わ
ら
べ

☎
(25)
０
１
２
０　

㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

（
お
ひ
さ
ま
パ
ー
ク
）

　
　

べ
る
ね

☎
(27)
１
１
２
８　

㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

（
ほ
っ
ぺ
パ
ー
ク
）

　
　

風
の
ま
ち

☎
(27)
５
４
６
６　

㈰
・
㈷
休
館

（
ナ
ー
サ
リ
ー
み
に
ふ
う
２
階
）

す
く
す
く
ル
ー
ム

ふ
た
ば

　
　

☎
(22)
９
７
７
０　

㈯
・
㈰
・
㈷
休
館

（
矢
田
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
２
階
）

　
　

北
部
児
童
館

☎
(27)
６
０
５
０　

㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

（
あ
す
な
ろ
館
）

　
　

西
部
児
童
館

☎
(27)
５
５
５
３　

㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館

（
ほ
っ
ぺ
パ
ー
ク
）

　
　

光
の
園
児
童
館

☎
(23)
５
５
１
１　

㈫
・
第
３
㈰
休
館

南
部
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
・

南
部
児
童
館
（
お
ひ
さ
ま
パ
ー
ク
）

☎
(26)
３
３
５
５　

㈪
・
㈷
の
翌
日
休
館



３月 30 日、ビーコンプラザで 100 周年の締めくくりとして、未来へ「ありがとう」の気持ちを繋いでいくことをテーマに、フィナーレイ３月 30 日、ビーコンプラザで 100 周年の締めくくりとして、未来へ「ありがとう」の気持ちを繋いでいくことをテーマに、フィナーレイ

ベントを開催しました。これまでの記念事業を振り返るスライドショーの上映、特別企画映像の上映、感謝の手紙の朗読、メッセージが書ベントを開催しました。これまでの記念事業を振り返るスライドショーの上映、特別企画映像の上映、感謝の手紙の朗読、メッセージが書

かれた紙飛行機が紙吹雪のように舞い降りる演出、別府の未来に向けた市長による別府 100 年宣言、光の演出、マーチングを披露しました。かれた紙飛行機が紙吹雪のように舞い降りる演出、別府の未来に向けた市長による別府 100 年宣言、光の演出、マーチングを披露しました。

ありがとうのバトン
別府市制100周年フィナーレイベント

久門健太さん久門健太さん
ウィジェイシング・ウィジェイシング・

アラビンダさんアラビンダさん ゆあさみちるさんゆあさみちるさん 吉田さくら晴蘭さん吉田さくら晴蘭さん

別
府
　
年
宣
言

　
真
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
。

　
次
の

100
年
を
展
望
し
た
と
き
、「
こ
の
ま
ち

の
新
し
い
か
た
ち
」
は
、
こ
れ
ま
で
「
こ
の

ま
ち
」
に
な
か
っ
た
発
想
で
構
築
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
の
転
換
期
に
あ
っ
て

現
在
及
び
未
来
の
別べ

っ
ぷ

び

と

府
人
の
幸
せ
の
た
め
に

「
勇
気
あ
る
決
断
」
を
下
す
こ
と
を
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇
せ

ず
、
果
敢
に
未
来
に
挑
ん
で
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
ま
ち
が
次
の

100
年
に

お
い
て
も
持
続
可
能
で
先
駆
的
な
国
際
観
光

温
泉
文
化
都
市
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
、
新

た
な
魅
力
を
開
拓
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
挑

み
、
行
動
す
る
こ
と
を
世
界
に
向
け
て
表
明

す
る
。

　
歴
史
の
聲こ
え

に
耳
を
澄
ま
し
、
こ
の
ま
ち
の

歴
史
・
伝
統
・
文
化
を
新
た
な
視
点
で
磨

く
こ
と
が

100
年
後
の
未
来
を
切
り
拓
く
産
業

を
創
造
し
、
ひ
と
び
と
の
暮
ら
し
の
糧か
て

と
な

り
、
こ
の
ま
ち
が
よ
り
豊
か
に
成
長
す
る
礎

と
な
る
。

　
こ
の
ま
ち
の
歴
史
・
伝
統
・
文
化
・
自
然
・

景
観
・
食
な
ど
の
別
府
の
「
誇
り
」
と
温
泉

の
効
用
を
統
合
し
、
別
府
の
「
強
み
」
を
最

大
限
に
発
揮
さ
せ
る
新
湯
治
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス

の
産
業
化
は
、
こ
の
ま
ち
を
ひ
と
び
と
が
生

き
生
き
と
し
た
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

「
幸
せ(w

ell-b
ein

g
)

と
ウ
ェ
ル
ネ
ス
の
ま

ち
」
に
変
貌
さ
せ
る
と
と
も
に
、
国
内
外
か

100

別府市の100 周年を支えてくださった皆様別府市の100 周年を支えてくださった皆様    　ご協力ありがとうございました！ご協力ありがとうございました！
新たな一歩を共に歩みましょう！新たな一歩を共に歩みましょう！

市報べっぷ市報べっぷ 24242025.52025.5



ら
訪
れ
る
旅
人
に
こ
の
ま
ち
で
し
か
味
わ
う

こ
と
が
で
き
な
い
特
別
な
体
験
を
提
供
す
る

「
日
本
の
あ
た
ら
し
い
観
光
の
か
た
ち
」
を
創

造
す
る
挑
戦
で
あ
る
。

　
嵐
に
見
舞
わ
れ
、
眠
れ
ぬ
日
々
を
過
ご
す

こ
と
も
あ
る
や
も
し
れ
な
い
。
危
機
に
お
い

て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
正
確
に
ま
ち
が
っ
て
は

な
ら
な
い
。
正
確
に
ま
ち
が
う
よ
り
漠
然
と

で
あ
れ
正
し
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
ひ
と
び
と
が
苦
境
に
立
た

さ
れ
た
と
き
こ
そ
、
ひ
と
を
ま
も
り
、
ま
ち

を
ま
も
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
境
遇
に
あ
る
ひ
と

び
と
と
共
に
生
き
る
こ
と
を
決
意
す
る
。

　
凧
が
一
番
高
く
上
が
る
の
は
、
風
に
向
か
っ

て
い
る
時
で
あ
る
。
風
に
流
さ
れ
て
い
る
時

で
は
な
い
。

　

常
に
先
に
目
を
向
け
よ
。
今
年
の
巣
に

去こ

ぞ年
の
鳥
は
居お

ら
ぬ
も
の
な
れ
ば
な
り
。

　
100
年
後
に
向
け
て
幕
は
切
っ
て
落
と
さ
れ

た
。

　
「
風
」
に
向
か
っ
て
挑
戦
す
る
情
熱
と
志
が

あ
る
限
り
、「
こ
の
ま
ち
」
は
な
お
成
長
し
、

発
展
し
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。

　
い
ま
、
か
つ
て
誰
も
航
海
し
た
こ
と
の
な
い

100
年
後
の
未
来
の
海
に
向
か
っ
て
舵
を
切
る

時
。

　
新
湯
治
・
ウ
ェ
ル
ネ
ス
を
始
め
と
す
る
数
々

の
政
策
を
実
現
し
、
こ
の
ま
ち
が
潤
い
、
現

在
及
び
未
来
の
別べ

っ
ぷ

び

と

府
人
が
幸
せ (w

ell-
b

ein
g

)

を
実
感
し
、
こ
の
ま
ち
が
「
世
界

に
冠
た
る
別
府
」
に
な
る
そ
の
日
ま
で
、
こ

の
宣も

の
が
た
り言
は
未
完
で
あ
る
。

　
令
和
７
年
（２
０
２
５
年
）
３
月
30
日　

　　　　　　　 　　　　　　
別
府
市
長　
長
野 

恭
紘

ありがとうのバトン
別府市制100周年フィナーレイベント

別府市の100 周年を支えてくださった皆様別府市の100 周年を支えてくださった皆様    　ご協力ありがとうございました！ご協力ありがとうございました！
  次の100 年に向けて次の100 年に向けて

市報べっぷ市報べっぷ2525 2025.52025.5



NHK のど自慢チャンピオン大会 NHK のど自慢チャンピオン大会 
2025 グランドチャンピオンに2025 グランドチャンピオンに
選出された Rino さんがパレー選出された Rino さんがパレー
ドのオープニングを歌唱ドのオープニングを歌唱

市報べっぷ 262025.5

春の訪れを告げる―４月４日、毎年恒例の扇山火ま

つりを開催しました。消防署員や団員らが警備に

あたり、御神火により火入れしました。炎は山の麓まで

広がり、打ち上げ花火と共に別府の夜を彩りました。

別府の純烈！―３月 31 日、市制 100 周年記念事業・ビーコ

ンプラザ開業 30周年記念公演としてスーパー銭湯アイド

ル「純烈」のコンサートが行われました。その中でツーリズム

別府大使の委嘱式を行い、会場は拍手と歓声に包まれました。

湯と熱気で盛り上がる―４月６日、温泉まつりの

最終日にパレードや神
み こ し

輿の祭典などを行いまし

た。211 トンの温泉を使用した湯ぶっかけまつりでは

参加者がびしょ濡れになりながら楽しんでいました。

※今月号の「創」は P24・P25 の「別府 100 年宣言」として掲載しています。

　田原　侑
ゆうが

芽　ちゃん
（幸町）〈７日〉

　吉野　朔
さくや

弥　ちゃん
（浜脇１丁目）〈８日〉

　山中　都
と あ

愛　ちゃん
（光町）〈11 日〉

　陣内　柚
ゆずき

希　ちゃん
（鶴見）〈14 日〉

　今井　環
かんな

那　ちゃん
（古市町）〈16 日〉

応募方法　①応募フォーム　または　②市秘書広報課窓口に写真を持参

締　　切　誕生月の前月７日 ※休日の場合は前開庁日  【６月号締切 ５月７日（水）】

問　市秘書広報課　☎２１－１１２３

★１歳の記念にお子さんの写真を掲載しませんか ★
フォームから簡単に

応募できます♪

応募について

詳しくは

◀こちら

　　　　　　　　　　　　　　　　５月生まれ　　〈 〉内は誕生日です
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・
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る
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が
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す
。

第45回由布岳山開き祭

日程　５月 11 日（日）

場所　由布岳正面登山道入口

　　　※雨天時は特設テント内

内容　８時 30 分～記念品配布

　　　　　　　　（先着 1,000 人）

　　　９時～安全祈願祭

　　　11 時 30 分～自衛隊音楽隊演奏

　　　　　　　　　豚汁無料配布

　　　　　　　　　※なくなり次第終了

問　由布岳観光協議会（市観光課内）

　　☎２１ー１１２８

ニュージーランド学生代表来日
ラグビー試合日程

日時

　①５月 16 日（金）vs U20 日本代表

　②５月 20 日（火）vs U23 日本代表

　③５月 24 日（土）vs JAPAN XV

　①② 16 時キックオフ　③ 14 時キックオフ

場所

　①③クラサスサッカー・ラグビー場Ａコート

　②実相寺多目的グラウンド

※入場無料・申込み不要

※詳細はこちらから▶

問　市スポーツ推進課

　　☎２１－８０８８　　

日時　５月 25 日（日）　

　　　10 時～ 14 時

　　　※雨天中止

場所　別府公園東門広場　

　　　※別府公園東駐車場は有料です。

※ 当日会場で、紙パック・ペットボトル

キャップの回収ボックスを設置します。

※ごみ減量のためマイバッグをお持ち

ください。

※駐車場には限りがありますので、公

共交通機関の利用をお勧めします。

問　別府市リサイクル情報センター

    ☎２５－５３１０

リユースマーケット in 別府

　今年のテーマは『地球を守ろう！あ

なたの一歩で』です。　　　

　「使い捨てプラスチックを使用しな

い」素敵な地球を未来世代に残した

い！そんな地球思いのイベントです。

環境に配慮したお店が 50 店舗集合し

ます。

日時　５月 11 日（日）10 時～ 15 時

場所　別府公園東門広場

※マイバッグ・マイ箸・マイカップ・

　マイ皿持参にご協力ください。

※ペットボトルのキャップを回収します。

※ フィリピン シキホール島の音楽授

業へ寄付のため鍵盤ハーモニカを集

めています。

※公共交通機関の利用にご協力ください。

問　アースデイおおいた実行委員会

　　☎２１－１８８８

アースデイおおいた 2025

大阪・関西万博の開催

　10 月 13 日（月・祝）まで、大阪・

夢洲で 2025 年日本国際博覧会が開催

中です。「いのち輝く未来社会のデザ

イン」をテーマに、160 以上の国・地域・

機関が、最新技術や独自の文化を紹介

します。

　別府市は「えひめ大分交流事業」の

一環として、愛媛県・大分県内の各９

市町が共同で、５月 28 日（水）～６月

１日（日）に開催の地方創生 SDGs フェ

スに出展を予定しています。その他に

も、各国パビリオンのナショナルデー

など、様々なイベントが開催予定です。

※チケットは、万博会場だけでなく旅

　行代理店や万博公式ホームページか

　らも購入できます。

　

別府市公式ホームページでは、市内で開催されるイベントを掲載していま

す。パソコン、スマートフォンからでも見やすいサイトにリニューアルし

ました。ぜひご覧ください！

六つ目編の盛りかごを作りましょう！

日時　５月 25 日（日）９時 30 分～ 12 時

料金　5,500 円（コーヒー＆おやつ付き）

定員　８人（申込多数の場合抽選）

申込期間　４月 25 日（金）～５月９日（金）

※当選者のみ５月 11 日（日）に連絡

申込方法　下記へ電話または

　　　　こちらから申込み▶

場所・ 申 問　別府市竹細工伝統産業

会館（東荘園）☎２３－１０７２

竹細工ワークショップ

問　大阪・関西万博　総合コンタクトセンター

　　☎０５７０ー２００ー０６６（９時～ 17 時）

　　市政策企画課　☎２１－１１２２

▼電子チケット
▼紙チケット

引換券

別府市では、子どもたちが世界の最先端技術に直接触れ、

将来に夢と希望をたくさん感じとれるよう、大阪・関西

万博体験費用等補助金を交付します。詳細はこちら▶



５月の納期

●軽自動車税種別割（全期）

●固定資産税・都市計画税

　（第１期）

●水道料金・下水道使用料

　（南地区：３・４月分）

●道路占用料（全期）

●河川占用料（全期）

便利な口座振替を！

編集と発行　別府市役所 秘書広報課　

〒874-8511  別府市上野口町１番15号　☎ 21-1111

[ 市報べっぷ ]令和７年５月１日発行

人口と世帯

３月末現在 前月比

人　口 111,319 ー 314

　男 51,090 ー 208

　女 60,229 ー 106

世帯数 62,728 ＋ 111

３月

転入 1,031

転出 1,227

出生 47

死亡 165

　　　　　　　　　　　美しい町をつくりましょう　温泉を大切にしましょう　お客さまをあたたかく迎えましょう別府市民憲章

★ 特賞★ 特賞　　  ソラシド エアで行く『大分東京往復航空券』ソラシド エアで行く『大分東京往復航空券』
　　　　　  　　　　　  ３３４８７３３４８７

★ ★ ヴェルスパ大分賞ヴェルスパ大分賞　　オーセンティックユニフォーム＆シーズンパスオーセンティックユニフォーム＆シーズンパス
　　　　　  　　　　　  ０５１９８０５１９８

★ １等★ １等　 　 別府市内旅館・ホテルペア宿泊券別府市内旅館・ホテルペア宿泊券
　　　　　　　　　　　　５９１０１、３２６９８、２１７６１５９１０１、３２６９８、２１７６１

第 109 回第 109 回
別府八湯温泉まつり別府八湯温泉まつり
お楽しみ抽選会結果お楽しみ抽選会結果

第 111 回第 111 回
別府八湯温泉まつり別府八湯温泉まつり
お楽しみ抽選会結果お楽しみ抽選会結果

★ ２等　★ ２等　トキハ商品券５千円分トキハ商品券５千円分
　　　　　   　　　　　   〈下４ケタ〉　３６４７、２０１３〈下４ケタ〉　３６４７、２０１３

★ ３等★ ３等　 　 日本の名湯　別府日本の名湯　別府
　　　　　   　　　　　   〈下３ケタ〉　４０７〈下３ケタ〉　４０７

★ ★ ４等４等　  　  温泉まつりグッズ温泉まつりグッズ
　　　　　   　　　　　   〈下２ケタ〉　３４、７９〈下２ケタ〉　３４、７９

引換期限　５月 30 日（金）まで
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
引換場所　別府八湯温泉まつり実行委員会事務局　☎２４－２８２８
　　　　　（別府市観光協会内・末広町１ー３レンガホール１階）

　別府市と住之江区を結ぶ大阪別府航路は、1912 年に開設され、約 110 年も続く国内

航路として最も長い歴史を誇ります。この長い歴史の中で育まれた両地域の交流を更

に促進し、航路を運航する株式会社商船三井さんふらわあ様との連携により、交流人

口の拡大による地域の成長や発展を目指します。

令和７年４月５日に別府市と大阪市住之江区および株式会社商船三井さんふらわあ
は三者連携協定を締結しました。

日　時　６月８日（日）　開演 14 時（開場 13 時 30 分）

場　所　ビーコンプラザ・フィルハーモニアホール

曲　目　◎序曲　ニ長調　　作曲　山田耕筰

　　　　◎ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲　変ホ長調　KV.364

　　　　　作曲　W・Aモーツァルト

　　　　◎交響曲　第６番　ロ短調　Op.74 「悲愴」　　作曲　P・Iチャイコフスキー

出　演　ジェラール・プーレ（ヴァイオリン）　　生野正樹（ヴィオラ）

　　　　別府市民フィルハーモニア管弦楽団

指　揮　アントニーン・キューネル

入場料　一般（大学生以上）　1,000 円　チケット取扱　市文化国際課、ビーコンプラザ

　　　　学生（小・中・高）　　500 円　　　　　　　　トキハ別府店、エトウ南海堂

問　別府市民フィルハーモニア管弦楽団　☎２４－３８８７/市文化国際課　☎２１－１１３１

別府市民フィルハーモニア管弦楽団　第 31 回定期演奏会

Instagram▶

◀ Facebook

昭和中期からの市報

を公開中！こちらか

らご覧ください▶

見やすいユニバーサルデザインフォント

を採用しています。

〇大阪市住之江区ってどんな街？

　住之江区は商業施設が集まる海辺、旧紀州街道沿いの昔ながらの街並み、南港ポートタウ

ンと呼ばれるニュータウンなど様々な顔を持つ街です。

　大阪の海の玄関口である住之江区は、令和６年７月 22 日で区制 50 周年を迎えました。

住之江区の名称は古代から付近一帯が海であり「住之江」と呼ばれていたことに由来し、「住

みよい区」の意味が込められています。区内には、３つのフェリーターミナルがあり、別府

市をはじめ、志布志市、北九州市門司区や四国、上海、釜山とフェリーでつながっています。

　「2025 大阪・関西万博」会場は、大阪・別府航路のフェリーターミナルから電車で２駅の

場所にあります。この他にも、緑あふれる「住之江公園」や、環境省の「日本の重要湿地」

に指定される「野鳥園臨港緑地」などもあります。
問　市観光課　☎２１－１１２８
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